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Figure 2-13.  Locations of Proposed MV-22 Operations on  
Mainland Japan and Okinawa 
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はじめに

　沖縄県民の多くが反対し、沖縄県知事、県議会そして県内のすべての市町村長及び議会が
反対しているにもかかわらず、垂直離着陸輸送機MV-22オスプレイが、岩国基地を経由して
沖縄県の普天間基地に配備されました。開発段階から事故を繰り返し、日本国内で飛行する
ために必要なオートローテーション機能も備えないオスプレイは、配備直前にも重大事故
を起こしているにもかかわらず安全性に問題はないとされました。日米合同委員会は、①米
軍施設以外の垂直離着陸モードでの飛行、②週末及び祝日の飛行、③学校・病院を含む人口
密集地の飛行、④22時から6時までの夜間の飛行は運用上必要と認められるものに限定する
とされましたが、しかし、この合意は全く無視され続けています。

　米軍は、昨年4月に示されたオスプレイの飛行に関する「環境レビュー」において、日本国
内に７つ存在するという飛行訓練ルートの内6ルートで、オスプレイの低空飛行訓練や夜間
飛行訓練を実施するとしていましたが、今年3月6日から四国上空の通称オレンジルートで
低空飛行訓練及び夜間飛行訓練が実施されました。当該自治体には前日に通知がされまし
たが、2度目の訓練は全く通知なしに実施されています。

　米国内においては、地域住民の反対によってオスプレイの飛行訓練が延期や中止の事態
になっている現実があります。しかし、日本政府はこれだけ大きな反対の声があるにもかか
わらず、まったく米国と交渉することなく配備を容認してしまいました。日本政府は、国民
の側を向かず米国の側を向いて政治を行っているとの印象さえ受けます。

　今後、墜落の危険性の高いオスプレイの飛行訓練を止め、人口密集地に存在する普天間基
地からオスプレイを排除していくためには全国から反対の声をあげていかなくてはなりま
せん。その際、住民の安全と安心を守ることを第一義とする地方自治体の持つ平和力を生か
すことが重要です。そこで平和フォーラムは、オスプレイの訓練が予想される全国の自治体
を対象に「オスプレイ配備に伴う米軍機による低空飛行訓練に関するアンケート」調査を行
いました。アンケートでは、まず、これまでも米軍の空母艦載機や海兵隊機などが各地で低
空飛行訓練を実施していることに着目し、飛行ルート下にある自治体が、従来の飛行訓練の
実態をどのくらい把握し、国に対してどう意見表明しているのかを調査しました。第２に、
危険なオスプレイの訓練に対する自治体の状況認識や対応の方針を聞きました。約８割の
自治体から回答が届き、多くの添付資料を含めて貴重な情報をいただきました。ここに上梓
した報告書は、それらを私たちなりに分析・整理したものです。　

　沖縄のとりくみに見られるように自治体の意見表明が大きな力になることを考えれば、
本冊子は、オスプレイ配備や飛行訓練をやめさせるための全国的とりくみのベースになる
はずです。本冊子が、飛行ルート下の地方自治体が、住民の安全・安心を守るために大きな声
をあげていく一助になること、そして全国の運動にとって大きな力になることを切望いた
します。
　私たちは、私たち自身の命を守るためにも、オスプレイを撤退させ、米軍機の低空飛行訓
練をやめさせるべく、米軍基地問題への取り組みを強化していかなくてはなりません。

フォーラム平和・人権・環境
事務局長　藤本 康成

白ページ
（表紙内側）
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1． 自治体アンケートの調査概要　

1）  名称：「オスプレイ配備に伴う米軍機による低空飛行訓練に関するアンケート」
2）  調査対象：226自治体（27道県、199市町村）
　「環境レビュー」に示された6本の訓練ルート及びブラウン・ルート（中国山地）など低空飛
行の情報がある計226自治体（27道・県、199市町村）を拾い出しました。

3）  アンケート項目：
　アンケート全文は、資料編32～33ページに掲載しましたが、大きく2つで構成されます。
Q1.　従来からの米軍機低空飛行訓練について

① 米軍機による低空飛行（訓練）の有無。
・ 「ある」と答えた場合、以下の質問へ。
・ 市民からの苦情や目撃情報の有無。・騒音（爆音/轟音）や爆風による被害（ガラス窓や

温水器・太陽光発電パネル破損など）、さらに乳牛、豚、鶏、馬といった家畜への影響な
ど。・低空飛行訓練の写真やビデオ。・飛行記録を取っている人を把握しているか。・議
会や市町村会などでの決議や意見書、新聞記事などの資料の有無。

⑧ 「原子力エネルギー施設や民間空港などを、安全かつ実際的な形で回避し、人口密集地
域や公共の安全に係る他の建造物（学校、病院等）に妥当な考慮を払う」、「週末及び日本
の祭日における低空飛行訓練を、米軍の運用即応態勢上の必要性から不可欠と認めら
れるものに限定する」とした日米合同委員会合意（34ページ）の遵守について。　

　
Q2.　オスプレイによる低空飛行訓練について

① 国からの説明ないし資料提供を受けた事実はあるか？
② 上記①で、a）,b）と答えた場合、オスプレイの低空飛行訓練の内容（例えば添付資料36

ページ）に関する説明は含まれているか。
③ 米国では、オスプレイ配備や低空飛行訓練に関し、国家環境政策法（NEPA）により住民

が意見を述べ、環境影響評価書の作成・公表が義務づけられている。キャノン空軍基地
（ニューメキシコ州）配備オスプレイの低空飛行訓練計画では計画が延期されている。
日本では、沖縄県内の全自治体をはじめ、全国知事会が「緊急決議」を挙げているにも関
わらず、配備及び訓練が始まっている。このダブル・スタンダートについてどう考える
か。

a） 住民・自治体の懸念に配慮し、低空飛行訓練は中止すべきである。
b） 米国並みの環境影響評価を実施し、住民、自治体の意見を踏まえた検討を行うべき。
c） 安全保障を米軍に依存する限りにおいて、低空飛行訓練も所要の訓練であり、認め

ざるを得ない。しかし、住民の安全、安心に最大限配慮するよう米国に要請すべき。
④ 安全性への疑義が払拭されていないオスプレイの低空飛行訓練は、騒音もさることなが

ら、墜落など事故の危険性が強く懸念される。これに対する対応方針は？

4）  添付資料：
・添付資料1：1996年の全国自治体アンケート調査
・添付資料2：オスプレイの低空飛行に関する資料（「環境レビュー」等を参考に作成）
・米ニューメキシコ州キャノン空軍基地配備機による低空飛行訓練計画の延期を伝える
　「東京新聞」記事（2012年7月19日）。
・日米合同委員会合意（①2012年9月19日, 　②1999年1月14日）。　
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2． 調査結果

1） 回答状況　
　当初回答期限を11月26日としましたが、できるだけ回答率を高めるため、3度にわたり、
電話による催促をし、最終的に174自治体（市町村153、道・県21）から回答を得ました（回答
率77%）。兵庫県、島根県は、アンケートそのものへの回答はなく、低空飛行訓練の監視記録や
国への要請書などが送付されました。これも、県としての実
態を知る手がかりとなるので、「回答あり」に含めました。

ロ）  訓練ルートから外れた目撃情報も
　・2008年7月15～16日、八幡浜（愛媛県）上

空を米軍機が低空飛行。オレンジルートか
らかなり外れた空域でも確認された（「愛
媛新聞」2008年7月19日）。（愛媛県回答）。

ハ）  市町村による詳細な目撃情報記録
継続的、組織的に監視記録をとるいくつかの
自治体が、それぞれ詳細な表を添付してくれ
ました。以下、めぼしい例を示します。
・本山町（高知県）―1990年から町役場の業

務として、飛来日数、回数などの記録が取
られている。94年10月、隣接する大川村の
早明浦ダム湖で墜落事故が起きている。

・若桜町（鳥取県）―98年から継続して、場
所、時間などに関する飛行記録が取られて
いる。

2） 従来からの米軍機低空飛行訓練について

①  全国で続く空からの恐怖
　　　　―低空飛行訓練が行われているか？

a） ある  64　（15）
b） 無い 107 　（3）
c） 無回答     3　 （3）　　　　
　　　　　　＊（　　）内は道・県。以下同じ。

イ）  低空飛行が「ある」と答えたのは64で、全回答数の
37%です。
　道・県は「あり」が大部分で、「無し」は福島県、富山県
です。宮城県は無回答でした。
　「ある」とした自治体を日本地図に載せたのが6ペー
ジの図です。7ページには比較のため1996年のアン
ケート結果を示しました。
・「ある」と答えた自治体による具体的な被害事例を

示します。
・2010年6月14日、大館市（秋田県）比内町で、地鶏86

羽が折り重なって圧死。

2011年3月6日
山陽新聞

　 米 軍 機 飛 来 記 録（ 年 別 集 計 ） 
1990年～

年 飛来
日数

飛来
回数

飛来
機数

一日最多飛来回数
月 / 日

90 26  日
53  

（5/25から
記録）

09/27 7 

91 49 91 10/28 9
92 84 198 05/11 9

93 113 309 03/30
04/01 10

94 73 153 09/14 10
95 98 184 12/07 8
96 58 84 11/22 6
97 48 87 02/21 7
98 19 30 10/21 5
99 31 57 12/17 5

00 17 26 26 08/07
12/04 3

01 19 23 26 01/24 3
02 24 31 41 07/16 3
03 22 30 36 12/18 4
04 33 44 54 11/09 3
05 6 8 9 04/05 2
06 18 29 32 12/19 3

07 29 43 52 01/30
 02/16 4

08 25 35 51 12/17 4
09 31 56 76 01/14 9

10 24 42 56 03/18
03/22 5

11 22 49 65 12/15 9
12 16 29 36 12/20 6
13 3 7 10 6

888 1698 570

本山町

2008年7月19日
愛媛新聞

・2011年3月2日、津 山 市
（岡山県）で、低空飛行に
よる衝撃波で土蔵が倒
壊（山陽新聞2011.3.6参
照）。
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【1996年実施のアンケート結果】
・ 名称：「米軍機低空飛行全国自治体アンケート」
・ 調査対象：389自治体（24道県、365市町村）
・ 回答：306件（回答率：79％）

「脱軍備ネットワーク・キャッチピース」報告集（1998年）より

日本地図
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馬路村

●

本山町

●

いの町

●

新居浜市

●

豊後大野市

●

玖珠町

●

中津市

●

日田市

●

臼杵市

●
美里町 ●

水上村

●

椎葉村

●

日之影町

浦河町

●

●

朝来市

●

宍粟市

●

●

若桜町

●

佐用町

鳥取市

●

日南町

●●●

新庄村

津山市

鏡野町

●●●

川本町
飯南町

邑南町

●

浜田市

●

益田市

●

庄原市

●

三次市

●

安芸高田市

●

北広島町

●

安芸太田町

●●

広島市
廿日市市

●

大鹿村

●

野沢温泉村

【2012年（今回）実施のアンケート結果】
・ 名称：

「オスプレイ配備に関わる米軍機低空飛行訓練アンケート」
・ 調査対象：226自治体（27道県、199市町村）
・ 回答：174件（回答率：77％）

2012年 1996年

確認された自治体低空飛行の目撃が
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　・浜田市、益田市（島根県）-1999年から市内地域毎の目撃件数の記録が取られている。

・県として記録を持っているところ―鳥取県、島根県、岡山県、広島県、愛媛県、徳島県、兵
庫県。
　特に広島県は、1997年から県内の市町村から地元の目撃情報を報告するシステムを作
り、その結果を半年ごとに政府に提出し、低空飛行の中止を求める活動の根拠としている。 
　*高知県もあると推測される。

ニ）  米軍機による訓練ルートごとの低空飛行訓練回数の分布
　平成の合併により自治体数が減少した面があるとはいえ、1996年のアンケート調査で23
道・県の131市町村が「ある」としたのと比べると、「ある」との答えが、かなり減っています。
特に北海道、東北地方がほとんどゼロに近く、同じ領域で1996年には24あるのと比べ著し
く少ないです。
　そこで、厚木、岩国の航空機によるルートごとの低空飛行訓練回数の分布をみてみます。 

       
　厚木の空母艦載機は、主にオレンジ、ブルールートを使用し、岩国の海兵隊機は、オレン
ジ、ブラウン、パープル、そしてイエロールートを使用している様子が分かります。これは、
オスプレイの本土における低空飛行訓練が、キャンプ富士と岩国を拠点に実施されるとい
う時に、それぞれ東と西のルートを使用するであろうことを示唆しています。
　年による変動がかなりありますが、東北地方は、全体の5%前後で、もともと回数は少ない
ので、目撃回数が少ないのは、その反映でもあります。これに加え1996年頃は、1995年の早
明浦ダムの墜落事故などにより、全国的に関心が高まった時期です。それから17年を経過し
て、自治体の関心が低下しているのかもしれません。

　逆に中国、四国地方では、広島県、島根県、鳥取県などのように、市町村と県との連携や情
報の集約体制が確立し、毎年、苦情や被害状況データを政府に提出し、低空飛行訓練の中止
要請が継続されています。これは画期的なことです。

②  日米合同委員会合意の履行状況
a） 十分配慮されている。                         　1    （0）
b） ほとんど順守されていない実態がある。 　8    （0）
c） わからない。                                   　45（11）
d） 無回答                                             　117    （7）

イ）  本合意（●ページ）は、1999年1月に日本政府が初め
て低空飛行訓練を認め、それを機に、住民の安全に配慮す
るとの姿勢から、公共施設（学校、病院など）、原子力施設
の上空を飛行しない、土日祝日はできるだけ飛行しない
等を確認し合った文書です。この遵守の是非を判断する
ためには、相当な監視体制が必要です。従って、現状では、
c）、d）の回答が多くを占めています。
広島県のように県として明確に指摘していくためには、
市町村と県が連携し、事実をつかみ、その情報を活かして
いく取り組みの定着が課題となります。

ロ）  「遵守されてない」と明確に答えたのは、以下の8市町村です。本山町（高知県）、水上村
（熊本県）、日の影村（宮崎県）、日南町（鳥取県）、浜田市、益田市（島根県）、三次市、安芸高田市
（広島県）。確かな目撃情報を把握してなければ、この答えはできません。
　浜田市では、騒音調査を開始し、夜間、休日を含め、騒音などの実日数を記録しています

（「在日米軍機飛行騒音などの状況」参照）。認定こども園では、2012年6月27日の飛行につい
て、「多くの子供は耳をふさぎ、うずくまって泣いている」と訴えています。

ハ）  広島県の「平成24年度上半期　米軍機の低空飛行訓練目撃情報などの概要」（10ページ）
から
　本アンケートに回答していませんが、電話でホームページを見てほしいとされた広島県
は、1997年から県内の情報を集約し、それに基ずいて具体的に合意に反した事実をまとめ、
毎年政府に提出しています。その「平成24年度上半期　目撃情報」によれば、県内9市町で、目
撃実日数115日、目撃件数1012件に上ります。週末・休日では、実日数19日、延べ43件が目撃
されています。19時から7時までの夜間・早朝では延べ96件の目撃があります。

ニ）  防衛省の「苦情受け付け状況」から見える日米合意違反の事例
　熊本県の回答に添付されていた防衛省の「米軍機の低空飛行訓練等に対する苦情受付状
況」一覧表（11ページ）によれば、2002年から計1533件の苦情が防衛省に届いています。そ
のうち1020件は群馬県です。これは、渋川周辺の人口密集地域での対地攻撃訓練の結果と考
えられます。これを基に調べたところ、1件ごとの受付状況表の分析から以下の事例が浮か
び上がりました。

ルート別の低空飛行訓練回数(リムピースHPのデータを基に作成）
2003年 パープル イエロー ブラウン オレンジ ブルー ピンク グリーン 合計
空母艦載機（厚木） ー 4 18 44 18 17 2 103
海兵隊機（岩国） 95 69 120 42 1 1 1 329
合計 95 73 138 86 19 18 3 432
比率（％） 22 17 32 20 4 4 1

2002年 パープル イエロー ブラウン オレンジ ブルー ピンク グリーン 合計
空母艦載機（厚木） ー 5 31 77 65 12 3 193
海兵隊機（岩国） 46 32 54 47 3 1 0 183
合計 46 37 85 124 68 13 3 376
比率（％） 12 10 23 33 18 3 1

空母艦載機（厚木） パープル イエロー ブラウン オレンジ ブルー ピンク グリーン 合計
2012年 ー 0 3 71 66 0 7 147
2011年 ー 0 11 108 66 2 8 195

米軍機低空飛行訓練目撃等件数
 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25.2月末

浜田 6 0 0 0 0 14 0 17 5 3 0 9 22 111 11

金城 8 6 2 11 5 5 1 3 4 9 7 2 25 93 25

旭 9 27 66 7 3 0 1 2 31 20 14 36 40 68 17

弥栄 5 1 14 5 43 41 18 1 0 1 4 4 17 35 8

三隅 0 14 0 16 8 0 0 0 0 0 2 0 18 11 1

計 28 48 82 39 59 60 20 23 40 33 27 51 122 318 62

浜田市

www.city.hamada.shimane.jp/kyukyu/kikikanri/kurashi/koukuki.html
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平成２４年度上半期 米軍機の低空飛行訓練目撃情報等の概要 
 

 

 

１ 総 括 

  平成２４年度上半期の米軍機低空飛行訓練目撃情報を，県内市町からの報告を基

に取りまとめた。 

  県内９市町で目撃され，目撃実日数は１１５日，目撃件数は延べ１,０１２件と

なっている。 
 

 

２ 市町別 

  目撃情報の多くは，北広島町等の県北地域と廿日市市等の沿岸地域である。 

市   町 北広島町 廿日市市 江田島市 安芸太田町 広島市 大竹市 庄原市 三次市 安芸高田市

目撃実日数 79 日 64 日 48 日 42 日 25 日 22 日 5 日 3 日 1 日 

目 撃 件 数      357 件 282 件 170 件 129 件 25 件 34 件 7 件 7 件 1 件 

※ 目撃実日数の合計は，市町間の重複があるため，上記の目撃実日数 115 日とは一致しない。 

 

３ 曜日別 

  週末・休日において，実日数で１９日（土曜日６日，日曜日１０日，祝日３日），

延べ４３件目撃されている。 

曜   日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 
祝日 

（月～金 
内数）

目撃実日数 22 日 19 日 19 日 21 日 18 日 6 日 10 日 3 日 

目 撃 件 数 182 件 215 件 226 件 243 件 118 件 9 件 19 件 15 件 

 

４ 時間帯別 

  １９時から７時までの夜間・早朝において，延べ９６件目撃されている。 

時 

間 

帯 

～7 

時 

7 

時 

台 

8 

時
台 

9 

時
台 

10 

時
台 

11 

時
台 

12

時
台

13

時
台

14

時
台

15

時
台

16

時
台

17

時
台

18

時
台

19 

時
台 

20 

時
台 

21 

時
台 

22

時
台

23

時
台

不
明

目

撃 

件

数 

1 7 22 121 95 110 119 69 120 92 81 54 21 28 36 13 18 0 5

 

 

 

 
 

 

 

 

５ 年度別（期別）推移 

２１（2009）年度 ２２（2010）年度 ２３（2011）年度 ２４（2012）年度
年度（期） 

上期 下期 計 上期 下期 計 上期 下期 計 上期 下期 計 

目撃実日数 

(週末・休日) 

107

(12)

106 

(10) 

213 

(22) 

112

（20）

124

（17）

236 

（37）

103

（12）

129

(24)

232 

(36) 

115 

（19）
  

目 撃 件 数      

(週末・休日) 

412

(20)

393 

(25) 

805 

(45) 

712

（49）

767

（43）

1,479

（92）

675

（25）

1,373

(92)

2,048 

(117) 

1,012 

（43）
  

 

広島県

www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/81992.pdf

米軍機の低空飛行訓練等に対する苦情受付状況                   　  （2012/5/31現在・単位：件） 

年度 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 県別計

北海道 9 　 3 6 1 1 　 2 　 4 　 26

青森県 15 31 1 6 5 3 6 2 5 　 　 74

秋田県 15 14 14 5 2 　 　 2 6 14 1 73

岩手県 2 　 1 　 　 　 　 　 1 4 　 8

山形県 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 　 1

宮城県 9 　 2 　 　 　 2 2 1 　 1 17

福島県 2 1 1 　 　 　 1 　 　 　 　 5

東京都 　 1 2 1 　 　 　 1 1 　 1 7

埼玉県 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 1

群馬県 9 16 15 16 37 259 137 164 158 193 16 1020

長野県 13 5 　 1 4 4 4 9 1 1 1 43

新潟県 4 　 　 　 　 1 5 　 　 　 　 10

栃木県 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1

茨城県 　 　 　 　 　 　 1 1 　 　 　 2

千葉県 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 　 1

神奈川県 　 　 　 　 　 　 　 1 　 2 　 3

静岡県 　 　 　 　 　 1 　 1 3 2 　 7

山梨県 3 　 　 　 　 　 1 12 3 8 1 28

岐阜県 　 　 　 　 　 　 　 　 1 　 　 1

愛知県 　 　 　 　 　 　 　 　 1 1 　 2

三重県 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 2

和歌山県 　 　 　 　 　 　 1 　 2 3 　 6

兵庫県 　 　 　 1 　 　 2 　 1 　 　 4

島根県 　 2 3 1 1 3 4 2 　 18 3 37

岡山県 1 　 　 1 　 3 　 　 1 2 　 8

広島県 2 13 1 　 4 3 4 1 4 4 　 36

山口県 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 1

徳島県 　 1 　 　 　 　 3 1 1 4 　 10

愛媛県 　 　 　 　 　 　 1 　 2 7 1 11

高知県 　 　 1 　 　 　 　 　 1 2 　 4

熊本県 1 1 　 　 　 2 3 　 　 3 　 10

大分県 　 1 　 　 　 　 　 　 1 22 5 29

宮崎県 1 　 　 　 1 1 　 　 3 2 　 8

鹿児島県 　 　 　 　 1 1 3 9 13 15 　 42

合計 86 87 44 38 56 282 180 210 210 313 32 1538

　注１：　本表は、住民及び自治体等から各地方防衛局（2007年8月31日以前は各防衛施設局）に寄せられた
　　　　  苦情の受付件数を集計したものである。
　注２：    2012年度については、2012年5月31日現在のものである。                        （2012年7月27日・防衛省提出資料）
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◎小学校など公共施設をめがけて急降下
・2008.11.4（火）―江津市桜江町。ジェット機と思われる航空機が超低空飛行している。小

学校上空を10回程度旋回していた。授業が妨げられ、学校の上を飛ぶのはやめてほし
い。

・2009.6.18（木）―浜田市弥栄町弥栄小学校の教頭から連絡（苦情）。小学校に急降下し、そ
の後、低空飛行の後、急上昇して見えなくなった。当時、給食の準備中であり、興奮する児
童、怖がる児童がいた。大人でも怖かった。

・2011.2.24（木）―島根県浜田市旭町。島根あさひ社会復帰促進センターから。複数の戦闘
機がセンター上空を低空飛行して旋回した。

◎人口密集地域の上空もおかまいなく
・2012.2.5（日）、群馬県前橋市。航空機が昨夜も今日も飛行して非常にうるさい。土日は休

みたいので、飛行は止めてほしい。群馬県からの要望：これから公立高校の入試などがあ
り、騒音が続くと試験に支障がある。入試日に決して飛行しないようお願いする。

・2012.3.6（火）、前橋市、高崎市、渋川市、安中市、大田市、富岡市、吉岡町、中之条町及び昭和
村周辺の上空。ジェット機の騒音が非常にうるさい。このような飛行は今すぐ止めてほ
しい。群馬県からの要望：今年になって最もひどい騒音であり、受験直前にもかかわらず
県民の不安をあおるような飛行が繰り返されており遺憾である。このような飛行の即時
中止を強く要請する。

・2011.2.17（木）、前橋市、高崎市、渋川市、伊勢崎市、及び榛東村周辺の上空。ジェット機の
騒音が今週に入って連日、うるさい。群馬県からの要望：2006年度から5年連続で同時期
に苦情を受けている。前橋・高崎両市合わせて人口72万人のこの地域で、米軍の訓練が
毎年繰り返されているのは、「人口密集地域等に妥当な考慮を払う」という日米合同委員
会の合意事項に抵触しているのではないか。

◎原子力施設上空の飛行
　さらに驚くことに、原子力施設上空の飛行も複数、苦情がきているのです。以下の例は、ど
れも個人でなく、当該施設の公的な報告としての苦情です。
・2007.4.11（水）―岡山県苫田郡鏡野町上斎原。日本原子力研究開発機構  人形峠環境技術

センター（職員）から。ジェット機2機。西から東へ通過し、再びUターンして西へ。「当事
務所は航空路誌において施設上空の飛行は避けるよう周知されている原子力関連施設
であり、岡山県地域防災計画において飛行規制措置の遵守を県から要請されていること
から、上空飛行を避けてもらいたい。」

・2006.4.3（火）―青森県東通村東通原子力発電所総務課長より。本日の昼と夕方の2回、戦
闘機が原子力発電所上空を通過及び旋回した。職員一同大変驚いている。翌日、米軍報道
部は、三沢のF-16戦闘機であることをメイルで回答した。

ホ）  愛媛県議会が原子力発電所上空飛行禁止の法制化を求める
　愛媛県回答には、1994年10月の早明浦ダム湖での墜落事故を受けて、1994年12月9日に、
愛媛県議会が採択した「米国軍用機の低空飛行訓練の中止などに関する意見書」（13ページ）
が添付されていました。同意見書は、早明浦ダムでの墜落事故は、「昭和63年6月25日の米軍
ヘリコプター、平成元年6月12日の米軍戦闘機に続く墜落事故であり、付近住民はもちろん、
原子力発電所立地県として、空の安全を切望している県民に多大の不安を生じさせたこと
は誠に遺憾である。」としたうえで、「原子力発電所上空飛行禁止の法制化を図るよう強く要
請する」と結んでいます。ちなみに昭和63年の米軍ヘリ墜落事故は、伊方原発サイトのすぐ
そばで発生しています。

参考資料：沖縄県の要請文「オスプレイに関する確認について」（12年12月25日）
　沖縄県が県内自治体からの情報などを基に調査・分析した結果、2012年10月1日～11月
30日においてオスプレイの飛行に関して「318件の合意違反」があるとした報告書を沖縄防
衛局と外務省あてに送付しました。その集計表を14ページに示します。

　目撃情報を継続的に集めている自治体の記録から、日米合意で留意されている事項が遵
守されてない実態が浮き彫りになっています。現状の日米合意は、拘束力を持つものではあ
りません。しかし、市民の安全、安心を得るために合意したはずであり、守られねば意味はな
いのです。政府は日米合意に拘束力を持たせるよう交渉すべきです。それができないのであ
れば、低空飛行を認めないという要請をしていくことが重要です。
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③  低空飛行の中止を求め続ける自治体
　先進的な自治体では、監視体制を強化するとともに、従来からの低空飛行訓練の中止を求
める要望を継続的に国に提出しています。

イ）  自治体としての監視体制の強化の動き
・広島県三次市の回答には、多くの監視記録や新聞記事が添付されていました。その中に、

2011.12作木小学校上空の低空飛行等を受けて、市職員の目撃情報の報告の徹底、市内の
小中学校や公立保育園などを通じて情報を集め、実態把握につなげるとの記事がありま
す（「中国新聞」2012年2月24日）。関連資料として「中国新聞社説」2012年2月27日、16ペー
ジ参照。さらに浜田市に見られるように自治体自らが騒音測定を開始し、動かぬ証拠をつ
かもうとする動きもでてきています。

市町村名 総件数

日米合同委員会合意事項に反する
飛行確認数

その他の
問題

飛  行  状  況

A 
学校や病
院を含む
人口密集
地上空で
の飛行

B
Aのうち
施設・区
域外での
垂直離着
陸モード
飛行

C
Aのうち
転換モー
ドでの飛
行

D
夜間
飛行

計
A+D

E
騒音

F
粉塵

沖縄県 12 12 8 2 12
・普天間飛行場の南側から着陸する際に、
那覇市、浦添市及び宜野湾市の市街地上空
を垂直離着陸モードや転換モードで飛行
している。

宜野湾市 240 179 7 5 2 181 ※

・市街地の中心にある普天間飛行場では市
街地上空を垂直離着陸モードや転換モー
ドで飛行している。
※目視時間に近い県騒音測定局の測定値
をオスプレイの騒音とみなした80db以上
の騒音(合計144件）
上大謝名局 108件（うち100db以上 3件）、
野嵩局 27件、新城局 1件、愛知局 1件、宜野
湾局 7件 

名護市 60 26 6 26 17

・国立沖縄工業高等専門学校、久辺小学校、
久辺中学校及び児童養護施設なごみの上
空を飛行するなど、市街地上空を飛行して
いる。

・国立沖縄工業高等専門学校の校舎、児童
養護施設なごみの施設上空を低空飛行し
ている。

・久辺小学校、久辺中学校、国立沖縄工業高
等専門学校では騒音がひどく、授業に支障
が出ている。

那覇市 56 56 31 1 56 2
・新都心などの市街地上空を垂直離着陸
モードや転換モードで飛行している。

・室内のテレビが聞こえないぐらいの騒音
があったとの市民からの苦情もある。

東村 24 9 1 9 ・役場の上空など市街地上空を飛行してい
る。

浦添市 20 20 18 1 20 4

・那覇市から普天間飛行場へ向かって市街
地上空を垂直離着陸モードや転換モード
で飛行している。

・垂直離着陸モード時に騒音がひどく、市
民から苦情もある。

伊江村 19 3 1 1 4 6
・真謝集落などの上空を飛行している。
・環境レビューで使用しないとされている
コーラル滑走路でタッチアンドゴーを繰
り返し、粉塵を巻き上げている。

金武町 15 3 3 ・住宅地上空を飛行していると町民から苦
情がある。

北中城村 14 1 1 1 ・北中城中学上空を飛行している。

宜野座村 12 2 2 2 1
・宜野座中学校上空や松田区の市街地上空
を飛行している。

・松田区で騒音の苦情がある。

沖縄市 5 3 3 ・宮里小学校上空を飛行している。

うるま市 1 1 1 ・仲原小学校上空を飛行している。

国頭村 12
南城市 8
北谷町 6
読谷村 5
中城村 4
恩納村 3
糸満市 1

合  計 517 315 74 10 3 318 24 6

オスプレイの飛行実態の目視調査結果（集計表）
(調査期間：平成24年10月1日～11月30日） （単位：件）

沖縄県

↑2012年2月24日
←2012年11月24日

中国新聞
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ロ）  渉外関係主要都道県知事連絡協議会（渉外知事会）の「基地対策に関する要望書（別冊）」
　米軍基地のある14都道県でつくる渉外知事会の最新の平成24年7月の同文書には、以下
の要望が含まれています。
2　日米地位協定に係る要望、（3）3条関係（施設・区域に関する措置）、ウ3項関係［公共の安
全］
＜航空法第81条の適用除外の見直し＞

（ク）米軍機の飛行については、現在、航空法第81条の最低安全高度の規定が特例法により適
用除外とされているので、これを見直し、航空法第81条を適用すること。

＜低空飛行、模擬対地攻撃訓練に係る措置＞
（ケ）低空飛行訓練、模擬対地攻撃訓練等騒音などの環境問題や重大な事故につながる恐れ
がある訓練については、地域住民の不安を解消するため、その実態を国において明らかにす
るとともに、このような飛行が行われないよう措置すること。

＜原子力施設周辺などの飛行の中止＞
（コ）飛行場周辺及び飛行コース下の住民は、常に航空機事故の危険にさらされているので、
住宅地域、工場地帯及び原子力施設周辺上空における飛行の中止、飛行の制限など徹底した
安全対策の措置を講ずること。
　その上で、各県も政府に同趣旨の要望を出し続けている。例えば広島県は、1997年度以降、
県内の目撃情報を添え、「低空飛行訓練の中止などの措置」をくりかえし要請している。

ハ）  中国地方知事会「平成25年度　国の施策に関する提案書」（平成24年8月）
　島根県回答の添付資料の同文書には「17　岩国基地関連対策の推進・充実及び低空飛行訓
練の中止」という項目があり、以下のように書かれています。

「提案2　米軍機による低空飛行訓練の中止
　中国地方においては、依然として米軍機の低空飛行訓練が行われており、日米合同委員会
合意において妥当な考慮を払うとされている学校上空での飛行（平成23年9月 浜田市,23年
12月 三次市）や、民家土蔵が倒壊するなどの実害（平成23年3月 津山市）も生じている。
　米軍機の低空飛行訓練によって、激しい騒音被害が平穏な生活を乱しているという実情
と、米軍機による事故に対する不安の中で生活しているという地域住民の心情とを認識の
うえ、速やかに次の措置を講じること。
　（1）国において、騒音測定機の設置などにより、主体的に米軍機の低空飛行訓練の実態を
明らかにするとともに、米国側への実態の伝達、住民や地方公共団体に対しての政府の対応
状況の説明など、現状の改善に向けた最大限の努力を行うこと。
　（2）低空飛行訓練が行われないよう措置すること。」
　
上記の渉外知事会や中国地方知事会の取組みは、極めて重要です。このような訓練ルートに
対応した広がりで中止要請していくことをより広げることが必要です。併せて、オスプレイ
の配備に当たり特別決議を挙げた全国知事会の要望書に、この問題を明確化させる取り組
みも求められます。

2012年2月27日
中国新聞
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3） オスプレイによる低空飛行訓練について

①  市町村の約7割には、説明も資料提供もないまま　
a） 資料提供を受けた。                                16    （1）
b） 説明を受けた。                                            22    （6）
a）b）重複                                                         17  （11）　
c） 説明や資料提供は、これまでのところ無い。  106    （1）
d） 無回答                                                        11    （0）

イ）  置き去りにされる市町村
・回答したうちの106（市町村105、道県1）の自治

体が、公的な説明を受けていないことがわかりま
す。これは全回答数の61%に当たります。市町村
だけでみれば69%が置き去りにされているので
す。

・国としては、各地の防衛局が管轄する領域内の
道・県に説明を行い、公開されているレベルの資
料提供を行っているだけです。

・九州では、19市町村が、九州防衛局による説明会があり、席上、一定の資料を入手したと
回答しました。九州防衛局は、2012年10月に各県で自治体説明会を実施ないし個別に
訪問していることがわかりました（10月12日、熊本県、16日、宮崎県、18日、大分県）。鹿
児島県は個別に来庁。回答からうかがえる入手した資料は、「環境レビュー最終版」、「モ
ロッコ・フロリダ事故分析評価報告」などです。

・北関東防衛局は、群馬県のブルー・ルート関係自治体へ資料を提供しています（みなか
み村、沼田市の回答）。渋川、前橋等のエリア型訓練地域への提供の有無は不明です。

・上記2防衛局以外の地域では、各県から市町村への情報提供や説明は、県の判断で任意
に行っているだけです。国から説明を受けた道・県の内7県が自主的に市町村に説明、な
いし資料提供しています。秋田県、山形県、富山県、長野県、高知県、島根県、広島県。

　全国知事会などが、自治体や住民への十分な説明を求めていますが、政府は、基本的には
関係する道・県に公開した資料の提供や説明を行っているだけです。市町村へ直接、説明や
資料提供はしていないことが浮き彫りになりました。九州、北関東で一部行っただけで、あ
とは道・県任せです。一部の道・県は市町村への資料提供をしていますが、それは、あくまで
も自主的なものです。
　国としては、県に市町村への説明を強制する権限はありません。逆に県としては、市町村
のところまで下ろす義務はありません。結果として市町村の70%が置き去りになっているの
です。
　国は、自治体に知らせ、理解を求めるきめ細かい努力を怠っているのです。市町村には、こ
れに対する不満が相当あり、以下の質問で、低空飛行訓練を容認する自治体が予想以上に少
ない結果をもたらす背景となっています。

②  オスプレイの低空飛行訓練の内容は不明のまま
a） 含まれている。     26 （8）
b） 含まれていない。     21 （6）
c） 無回答               124 （4）

イ）　a）「含まれている」が26ありますが、中身は、公表さ
れている「環境レビュー」の低空飛行訓練を説明した個
所でしかありません。「6本の訓練ルート」などが入って
いれば、オスプレイの低空飛行訓練の内容と考えて、a）
と回答したものと思われます。

　資料等を入手したうちの半分強が、低空飛行訓練の内
容が含まれていると答えたことは、「オスプレイの低空
飛行訓練の内容」とはいかなるものかよくわからないま

ま、回答していると思われます。現時点においてオスプレイ低空飛行訓練の中身に関する情
報は、日本政府からは出ていません。防衛省自身が持っていないと思われます。現状では、36
ページのキャノン空軍基地におけるオスプレイの低空飛行訓練計画の資料が、唯一のもの
です。

③  オスプレイ低空飛行訓練をめぐる二重基準について
a） 低空飛行訓練は中止すべきである。                        36   （1）
b） せめて米国並みの環境影響評価を実施し、       
                住民、自治体の意見を踏まえた検討をすべき。      36   （0） 
c） 安全保障を米軍に依存する限りにおいて、 
                低空飛行訓練そのものは認めざるを得ない。        31   （1） 
d） その他                                                                         32 （14）　
e） 無回答                                                                         37   （2）

イ） 第1の特徴は、「日米安保条約で基地を提供し、米軍
に依存する限りにおいて、低空飛行訓練そのものは認め
ざるを得ない」（回答c）が31（1）で、全体の18%に過ぎ
ないことです。つまり日米安保条約との関係で「低空飛
行訓練を容認している」自治体は全回答の2割弱です。

ロ） 同じ質問に対し、a）「中止を要請」36、b）「ダブルスタ
ンダードをなくせ」36と合計すると72となり、回答全体
の42%となります。4割が低空飛行訓練をめぐるあり方
に極めて批判的です。

　総表（39ページ）にa）,b）と答えた市町村名を列挙しました。a）,b）ともに東北、中部、四国、
九州、中国地方にまんべんなく分布しています。その中には、意見書や要請書を添付した自
治体が10以上あります。これらは以下のように大きく5つに類型化できます。

・オスプレイの配備計画見直しについて―沖縄県知事（12年10月9日）
・オスプレイの配備と低空飛行訓練の中止を求める―本山町（大川村、土佐町、大豊町と連

名。高知県）（21ページ）、信濃町及び野沢温泉村（長野県）、日南町（鳥取県）、邑南町（島根
県）。
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平成２４年８月１５日

　　　　　　　　　　　　　　様

高知県大川村長　和 田 知 士　
高知県土佐町長　西 村 卓 士　
高知県大豊町長　岩 﨑 憲 郎　
高知県本山町長　今 西 芳 彦　

垂直離着陸輸送機MV ２２オスプレイの国内配備撤回を
求める要請書

　米軍は７月２３日、安全性に強い疑念があり、国内への配備について各方面から反対の声
があるにもかかわらず、オスプレイを山口県米軍岩国基地に搬入、今後沖縄県普天間飛行場
に配備するとしています。
配備後は、日本全国の訓練ルートにおいて夜間も含めた低空飛行訓練が行われることが予
定されており、その飛行高度は地上約６０ｍとの報道もされています。
　私たちの生活する、高知県中央北部に位置する嶺北地方（大豊町・本山町・土佐町・大川村）
では、米軍機の訓練ルートの一つオレンジルートであることが明らかにされており、２０数
年前より米軍機による低空飛行訓練が頻繁に繰り返され、地域住民は騒音と事故発生の危
険にさらされ、その状況は現在も続いています。１９９４年１０月には心配されていた墜落
事故が現実のものとなり、早明浦ダム上流に米軍機が墜落、乗員２人が亡くなるという痛ま
しい事故が発生しました。墜落現場の近くには、保育所や住宅等もあり大惨事になるところ
でした。
　現在行われている低空飛行訓練についても許すことができないところへ、今回、事故が頻
繁に繰り返され、安全性に強い疑念のあるオスプレイが日本の上空で低空飛行訓練をする
ことは断じて許すことができません。
　日本政府におかれては、こうした国民の安心安全な生活への不安に対する心情を理解の
上、米軍等の関係機関に対して、オスプレイの国内配備を撤回するよう申し入れることを強
く申し入れます。

高知県４町村長の要請書

・ オスプレイの低空飛行訓練の中止を求める要望―徳島県知事（12年6月18日）（22ページ）
・「住民の不安が払しょくされておらず、その中での飛行訓練は認められない」。
  滝沢村（岩手県町村会（12年10月31日）の緊急要望（22ページ）、沼田市・みなかみ町・川場村・
昭和村連名（群馬県）、長野県市長会（23ページ）の各要望書。
　岩手県町村会の緊急要望には、「低空飛行訓練においては地上150メートル以上の高度で行
うなどの安全確保策が講じられることになっており、政府においては、安全性は確保されて
いると判断されているところでありますが、住民の不安は払しょくされておらず、その中で
の飛行訓練は容認されるものではありません」とあります（同趣旨のものとして北秋田市、仙
台市、二本松市（福島県）、那賀町（徳島県）、小国町（熊本県）、日之影町（宮崎県）、津和野町（島
根県）、野沢温泉村（長野県））。

・オスプレイ飛行訓練の安全確保を求め、地元自治体の意向を尊重するよう求める。
  東北市長会総会特別決議（12年10月23日）（23ページ）、中国地方知事会共同アピール（12年
11月21日）（24ページ）、熊本県申し入れ（12年10月12日）、広島県要請（12年11月21日）など
が、これに当たります。

ハ）d）「その他」が32ありますが、代表的なコメントを県を中心に以下に列挙します。
・「防衛省はモロッコやフロリダで発生した事故は、人的要因によるものであり、機体自体に

問題はなく、安全性は確保されているとして、国内への配備を認めるとしているが、9月には
米国内での緊急着陸事案も発生しています。いまだ十分に安全性が確認されたものとはい
いがたく県民の不安は払しょくされていないまま、飛行訓練が実施されることは容認でき
ません。国においては、オスプレイの安全性について、今後も必要な検証を行うと共に、県及
び関係市町村、県民に対し丁寧な説明を行い、不安の払しょくに努めていただきたいと考え
ています。」（岩手県）（同趣旨として岐阜県、徳島県）。a）に近い回答です。

・「オスプレイの配備及び訓練については外交・防衛政策に関することであり、日米安全保障
条約の枠組みの中で、オスプレイの安全性に対する国民の不安や懸念を踏まえて、日米両政
府が判断すべきこと」（大分県。同趣旨が宮城県、群馬県、和歌山県、福岡県、宮崎県）。c）に近
い回答です。

　両者の中間に、地元自治体の尊重を求める以下があります。
「政府において、その安全性について責任を持って関係自治体に詳細、かつ丁寧に説明すると
ともに、沖縄県への配備や全国各地で行われる飛行訓練についても具体的内容を明らかに
し、関係自治体の意向を十分尊重して対応することが必要だと考えている。」（青森県。同趣旨
として、熊本県）。

ニ）  一方で、判断できないとするe）無回答が37あります。しかし、これらがc）を選んでないとこ
ろに、自治体の不満が見え隠れしています。

　外交・防衛は国の専管事項とするのが、自治体の通例の考え方ですから、c）として「低空飛行訓
練そのものは認めざるを得ない」が2割弱しかないことは極めて異例なことです。8割の自治体
が、何らかの理由で「容認できない」と考え、4割が中止ないし日米の二重基準をなくすべきとし
ているのです。なかでもa）「中止を求める」がかなりあることは重要です。住民の安全、安心を確保
することが自治体の使命とすれば、安全性に不安が付きまとい、「関係自治体や地域住民の懸念を
払しょくできないまま」オスプレイの低空飛行訓練を強行することには、納得がいかないという
強い意志が読み取れます。
　アメリカの二重基準は、多くの問題で存在しますが、オスプレイの配備や低空飛行訓練計画に
ついても、市民の安全や環境への影響という面で、これほどまでに日米で基準が違うのは納得で
きないとの、率直な思いが回答に反映されています。
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徳島県知事の要請書

岩手県町村会の
「緊急要望」
12年10月31日

平成２４年９月２１日
民主党長野県総支部連合会
代表　北 澤 俊 美　様

国の施策に関する要望書
　　　　　

長野県市長会

ＭＶ－２２オスプレイの安全性の確認について 

　米軍が政府に提出した環境審査報告書によると低空飛行訓練ルートと
して、山形～福島～群馬～新潟～長野～岐阜が入っています。オスプレイ
は、開発段階、部隊配備後も墜落事故を起こし、低空飛行訓練の危険性が
払拭されていません。よって、オスプレイの安全性の確認、確認結果に対
するわかりやすく客観的な説明が必要であり、安全性への懸念が払拭さ
れるまでは訓練飛行をさせないよう要望します。

長野県市長会
の要望書

ＭＶ－22オスプレイ飛行訓練の安全確保に関する決議 

（秋田県市長会提出）

　米垂直離着陸輸送機MV-22オスプレイについては，本年4月にモロッコでMV-22が，ま
た6月には米国フロリダ州でCV-22が墜落し，その安全性について大きな懸念が抱かれて
いるが，国は，9月19日付で，MV-22オスプレイの沖縄配備に関する文書において，機体自
体に問題がなく，人的要因を改善するための措置が採られたこと等から安全性が確認さ
れたとして，飛行運用を開始したところである。
　しかしながら，航空機の安全性は人的要因による事故を防止する方策が十分に確立さ
れなければ確保されず，また，安全対策の実施が米軍に委ねられたままでは，関係する自
治体や住民が懸念している安全性について確保されたとは言えない。
　米軍の環境審査報告書等によると，オスプレイの航法経路は青森県，岩手県，宮城県及
び福島県等上空を通過するグリーンルートや，青森県，秋田県，山形県等上空を通過する
ピンクルートなど，国内において6つのルートが計画され，東北6県すべての上空が計画さ
れた航法経路に含まれているが，その詳細は明らかとなっていない。
　よって，国は，次の事項について，特段の措置を講じられるよう要請する。

記
１　住民の安全な生活を脅かす恐れがないよう，オスプレイの飛行訓練実施にあたって
は，万全の安全対策を講じるよう，米国政府に働きかけること。
２　東北各地で行われる飛行訓練等については，事前にその具体的内容を明らかにする
とともに，関係自治体の意向を十分尊重して対応すること。

　　　　　　　　　　　　　　＊仙台市の回答を基もとに、調査し入手

東北市長会総会の特別決議
2012年10月23日

第161回東北市長会総会（宮城県多賀城市）

＊徳島県の回答から

＊岩手県滝沢村の回答から

＊松本市、飯山市の回答をもとにHPから入手
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中国地方知事会
共同アピール

④　自治体としての方針は?
a） 既存の低空飛行訓練の実態を改めて調査。  17   （0）　
b） 報道、関連文献など資料収集を進めている。  42   （4）
c） 「環境レビュー」の関連個所を分析している。    1   （0）
d） 周辺自治体間で話題にのぼったことがある。  11   （1）
e） 県とも協議し既に国に中止要請をした。              14   （1）
f） その他                                                               61 （14）
g） 無回答　　                                                   40   （1）

イ）  質問③と内容が重なった面があり、回答は分散しています。全体としてみると、自治体
は、a）既存の低空飛行に関する実態を調査し（17自治体）、b）情報の収集に努め（42自治体）、
d）自治体間の相互の情報共有を進め（11自治体）、国に住民の不安を払しょくするような納
得のいく説明を求め、あくまでも関係する自治体の意向を尊重するよう求めているのです。
関連して、オスプレイの配備に伴い、広島県では、従来から行われていた「目撃情報調査表」

（26ページ）に「オスプレイ」の項目を加えて、オスプレイの監視を強化する動きも出ていま
す（15ページ「中国新聞」2012年11月24日）。

ロ）g）無回答が40あり、態度を決めかねている自治体が4分の1あります。そうした中で、多
くが「県や周辺自治体と連携しながら取りくむ」姿勢を示しています。例えば福島県国見町
は、「県と連携、情報共有を行っていきたい」とし、同趣旨のものとして山ノ内町、中野市（長
野県）、黒部市（富山県）、中津市（大分県）、香美町（兵庫県）、浜田市（島根県）などがあります。

ハ）f）「その他」が61と最多となりましたが、このうち14は道・県で、独自の記述があります。
さらに秋田県由利本庄市など9は「現在のところ、本件に係る対応は未定である」とし、他の
16は「特になし」としています。
　道・県などで代表的な考え方を引用します。

・「平成24年10月9日付で、内閣総理大臣に対しオスプレイの配備計画見直しについ
て要請を行っております」（沖縄県）。

・「渉外知事会（27ページ）として国に対して「関係自治体の意向を十分尊重するよう」
要請している」（北海道）。

・「県として今後とも県民の安心・安全を守る立場から国に対して責任ある対応を求
めるとともに、低空飛行の禁止や原発周辺・人口密集地域の飛行回避など、日米合意
事項の順守について、全国知事会（28ページ）を通じて他県とも連携を図りながら実
効ある対応を行うよう粘り強く要請していきたい」（愛媛県）。

・「政府の責任において安全性や訓練内容に関して説明し、関係自治体の意向を尊重
するよう要請していく」（青森県、宮城県、福島県、岐阜県）。

　比重の置き方に若干の違いはあれ、道・県に共通しているのは以下の3点です。
・国の責任で安全を確保するべきである。
・その場合も、関係する自治体の意向を尊重するべきである。
・市民の安全、安心を守ることが第1で、その観点から国に要望していく。

　問③への回答にも通じますが、「国の専管事項であるから、国に任せる」という姿勢を取る
自治体は、かなり少数です。「防衛・外交は国の専管事項」という常とう句が消え、オスプレ
イの危険性への不安と、とりわけ低空飛行訓練への恐怖心とがからんで、「住民の不安を払
しょくできない限り、低空飛行は容認できない」との思いが伝わってきます。

＊島根県の回答から
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オスプレイの項目が加わった広島県の「目撃情報調査票」

ＭＶ－２２オスプレイの配備及び飛行訓練に関する緊急要請

 
平成２４年７月１０日

外務大臣 　　 玄葉 光一郎  殿
防衛大臣 　　 森本　 敏　殿

渉外関係主要都道県知事連絡協議会 
（略称：渉外知事会） 

　　　　　　　　　　　　　　 会  長     神奈川県知事      黒　岩　祐　治
　                  　　　　　　　　   副会長  青 森 県 知 事      三　村　申　吾
                                                        副会長  長 崎 県 知 事      中　村　法　道
                                                        副会長  沖 縄 県 知 事      仲井眞　弘　多
　                                                  　            北 海 道 知 事      高　橋    はるみ
                                                                      茨 城 県 知 事      橋    本        昌
                                                                      埼 玉 県 知 事　  上　田　清　司
　　　　　　　　　　　　　　               千 葉 県 知 事      森　田　健　作
                                                                      東 京 都 知 事      石    原    慎太郎
                                                                      山 梨 県 知 事      横　内　正　明
                                                                      静 岡 県 知 事      川　勝　平　太
                                                                      広 島 県 知 事      湯　﨑　英　彦
                                                                      山 口 県 知 事      二    井    関    成
                     　　　                                     福 岡 県 知 事      小　川   　 洋 

　６月２９日、米国政府から日本政府に対し、海兵隊の垂直離着陸輸送機ＭＶ－２２オスプレイ
の普天間飛行場への配備について通報がありました。
　機体は、７月下旬に陸揚げのため岩国飛行場に到着する予定で、当該機の安全性に関して日本
政府が有する懸念に鑑み、米国政府は、調査結果が日本政府に提供され、飛行運用の安全性が再確
認されるまでの間、日本におけるいかなるＭＶ－２２の飛行運用も控えることとするとのことで
あります。
　政府においても、米軍が作成した「ＭＶ－２２の普天間飛行場配備及び日本での運用に関する
環境レビュー」を関係自治体に説明するなど、配備に向けた取組を進めていると承知しておりま
す。
　しかしながら、オスプレイについては、本年４月にはモロッコでＭＶ－２２が、また６月には米
国フロリダ州でＣＶ－２２が墜落し、関係自治体ではこうした事態を深く憂慮し、安全性につい
て大きな懸念を抱いております。
　政府からは、米側から提供された情報として、事故に関して機体に機械的な不具合や設計上の
欠陥はなかったとの説明がありましたが、十分な説明がなされたとは言えず、未だ関係する自治
体や住民の憂慮と懸念は払拭されておりません。
　当協議会ではこれまでも、関連する事故情報等を関係自治体はもとより、地域住民にも提供す
るよう求めてきたところであり、政府による丁寧な対応が必要であります。
　政府においては、ＭＶ－２２の安全性や事故原因、飛行訓練による周辺住民への影響等につい
て、責任を持って関係自治体に詳細に説明するとともに、岩国飛行場への陸揚げ、準備飛行や沖縄
県への配備、飛行訓練等については、関係自治体の意向を十分尊重されるよう強く要請します。

「渉外知事会」の緊急要請

www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/449076.pdf
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3． まとめと提言

1） まとめ
　従来の低空飛行訓練に対して
・回答した174自治体のうち、64自治体が、低空飛行ありと回答しました。平成の合併もあ
り、数は減少しましたが、相変わらず全国で実施されていることが、日本地図に浮かび上
がっています。

・中国、四国地方を中心に、市町村と県とが連携して実態をつかみ、その情報を国に提出し、
自治体として把握した事実に基ずいて、国に低空飛行訓練の中止を求める取り組みが継続
している実態が見えてきました。中国地方では、それを、ブラウンルートという同じ系統の
訓練を、中国5県の連携の下で、具体的には中国地方知事会の要望書に書き込んでいます。ま
た、東日本で最も低空飛行訓練が激しく行われている群馬県渋川周辺の地域では、人口70万
人を越す人口密集地域での訓練だけに多くの苦情が届き、高校入試の直前などあまりにひ
どい時には、群馬県として訓練の中止をくりかえし国に要請しています。

・上記の取り組みにおいては、広島県や中国地方知事会の要請のように、土日の飛行、学校や
病院などの公共的な施設の上空の飛行など1999年の日米合同委員会合意の遵守を求めるこ
とも要請項目の中に含まれています。
防衛省の受付状況から分析した、東通原発（青森県）、人形峠環境技術センター（岡山県）等の
原子力施設上空を飛行する問題は、福島第1原発事故を経た現在、もっと情報を集め、より具
体的に追求していかねばならない課題です。
オスプレイの飛行に関する日米合意が、まず沖縄県内では、ほとんど守られてないという沖
縄県の厳しいチェックとも合わせる形での取り組みが求められます。
これらは、1996年に脱軍備ネットワーク・キャッチピースがアンケートをした時と比べ、格
段の前進です。同様の取組みは、米軍基地を提供する渉外知事会としても行なわれていま
す。
しかし、その範囲内にとどまる限りにおいて、手詰まり感は否めません。日米政府は、合同委
員会の合意に反する飛行実態を突き付けられても、合意のありようを変えようとする姿勢
は見られません。この壁を打ち破るためには、市民レベルの世論をもとに、自治体における
広がりを、より拡大する必要があります。
　
オスプレイ配備とその低空飛行訓練について
　オスプレイの「環境レビュー」によれば、オスプレイ2 ～6機が月に2 ～3日、岩国基地及び
キャンプ富士を拠点に6本の訓練ルートに沿って低空飛行訓練を行うとしています。
　ルート下の各県には「環境レビュー」で示された範囲のものですが、説明、ないし資料提供
がされています。しかし、市町村レベルに対しては基本的に説明はなかったことが、本アン
ケートの結果、判明しました。九州防衛局が例外的に市町村を対象とした説明会をもち、資
料を提供し、北関東防衛局が、群馬県の自治体に個別的に資料提供しただけです。　　　
　また国からの説明を受けた県のうち7県が、市町村への資料提供を行っていますが、これ
は、あくまでも任意のものでしかありません。
　組織的に、すべての市町村に対して説明や資料提供が行われるような態勢が取られてな
いことは重大問題です。結果として、市町村の約70%が、説明及び資料提供を受けてない実情
が見えてきました。全国の自治体が安全性に懸念を表明する中で、国として誠意ある説明を
し、住民が納得のいくような段階になるまで訓練を認めないとする自治体が多数を占める

ＭＶ－２２オスプレイの配備及び飛行訓練に関する緊急決議

平成２４年７月１９日

全 国 知 事 会

日米安全保障条約など外交・防衛政策の重要性は、都道府県とし

ても認識しており、それに協力する必要があると考えている。

また、米軍基地に関する沖縄県の負担軽減についても、できるだ

け早期に実現していくことが必要である。

そのような中で、６月２９日、米国政府から日本政府に対し、海

兵隊の垂直離着陸輸送機ＭＶ－２２オスプレイの普天間飛行場への

配備について通報があった。

機体は、７月下旬に陸揚げのため岩国飛行場に到着する予定であ

り、近く到着するとの報道もあったところである。

米国政府は、当該機の安全性に関して日本政府が有する懸念に鑑

み、調査結果が日本政府に提供され、飛行運用の安全性が再確認さ

れるまでの間、日本におけるいかなるＭＶ－２２オスプレイの飛行

運用も控えるとのことである。

しかし、オスプレイについては、本年４月にはモロッコでＭＶ－

２２が、また６月には米国フロリダ州でＣＶ－２２が墜落し、関係

自治体ではこうした事態を深く憂慮し、安全性について大きな懸念

を抱いている。

政府からは、米側から提供された情報として、事故に関して機体

に機械的な不具合や設計上の欠陥はなかったとの説明があったが、

これで十分な説明がなされたとは言えず、関係する自治体や住民が

懸念している安全性について未だ確認できていない現状において

は、受け入れることはできない。

また、政府が、ＭＶ－２２オスプレイの岩国基地への先行搬入と

試験飛行を許すことは、日米の良好な関係維持への重大な影響が懸

念される。

政府においては、ＭＶ－２２オスプレイの安全性や事故原因、飛

行訓練による周辺住民への影響等について、責任を持って、関係自

治体に詳細に説明するとともに、岩国飛行場への陸揚げ、準備飛行

や沖縄県への配備、全国各地で行われる飛行訓練等については、そ

の具体的内容を明らかにするとともに、関係自治体の意向を十分尊

重して対応するよう強く求める。

www.nga.gr.jp/news/H24.7.20%20osupurei%20youseikatudou.pdf

全国知事会の緊急決議
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中においてすら、7割の市町村が置き去りにされているのです。

　オスプレイの配備や低空飛行訓練に関し、米国家環境政策法（NEPA）による手続き等、日米
でのダブル・スタンダートについてどう考えるか（質問2-③）という質問に対し、c）「安全保障
を米軍に依存する政策を取っている限りにおいて、低空飛行訓練も所要の訓練であり、低空
飛行訓練そのものは認めざるを得ない。しかし、事故の危険性や、爆音など、住民の安全、安
心、健康への影響に最大限の配慮を払うよう、米国に要請すべきである」との答えは31件で
した。これは全体の18%に過ぎません。特に道・県21のうちc）と答えたのは1つしかありませ
ん。つまり日米安保条約との関係で「低空飛行訓練を容認している」自治体は全回答の2割弱
に満たないのです。これは特筆すべき特徴です。
　通常、防衛問題に関しては、国の専管事項という論理を用いて、自治体は、自らの判断を保
留し、すべてを国に任せてしまう場合が多いわけです。その立場を取れば、半分以上がc）と答
えてもおかしくありません。それが、2割にしかならないところに、オスプレイ配備とその訓
練が、いかに多くの自治体から嫌がられているかがわかります。自治体の多くは政府と異な
る認識を持っていることがわかりました。　　
　同じ質問に対し、「オスプレイの低空飛行訓練の中止を求める」との回答が36件あること
も注目されます。住民の安全、安心を確保することが自治体の使命とすれば、「安全性に不安
が付きまとい、「関係自治体や地域住民の懸念を払しょくできないまま、オスプレイの低空
飛行訓練を強行することには、納得がいかない」という強い意志が読み取れます。
さらにダブルスタンダードをなくすべきであるが36あります。2つを合わせると、回答の
42%に達します。こう答えた市町村は、東北、中部、四国、九州、中国地方にまんべんなく分布
しています。
　一方で、判断できないとするe）「無回答」が37あります。しかし、これらがc）を選んでない
ところに、自治体の不満が見え隠れしています。いずれにせよ、8割弱の自治体が、何らかの
理由で「容認できない」と考え、全体の5割は中止ないし日米の二重基準をなくすべきとして
いることは、注目すべき結果です。
　d）「その他」が32ありますが、県を中心に3つに分かれます。「モロッコやフロリダでの事故
は、機体自体に問題はなく安全性は確保されている」との説明では、「十分に安全性が確認さ
れたものとはいいがたく県民の不安は払しょくされていないまま、飛行訓練が実施される
ことは容認できない」とする岩手県など。第2に、「外交・防衛政策に関することであり日米安
全保障条約の枠組みの中で、オスプレイの安全性に対する国民の不安や懸念を踏まえて、日
米両政府が判断すべきこと」とする大分県など。両者の中間に、「政府が安全性について責任
を持って関係自治体に詳細、かつ丁寧に説明する」とともに、「関係自治体の意向を十分尊重
して対応することが必要」とする青森県などのわかれます。
　上記のことから多くの自治体に共通している思いは、以下のようなものと考えられます。
・「人為ミスでも、事故は事故。怖いことに変わりはない。」現時点で、日本政府の説明は、自治
体や住民の不安を払しょくしたとは言えない。
・「そのような説明不足のままで、低空飛行訓練の実施は容認できない」
・「ほとんどの住民が嫌だと言っていることを、あくまでも無視するやり方は許せない。
・これは、日米での二重基準の問題につながるが、「米国並みの環境影響評価をするべきであ
る」を直接、支持したのは36で、まだ問題の所在が十分把握されていない面もある。
・「日米合同委員会の合意があっても、遵守されていない状態を政府はどうするのか」という
不信感が根強く存在している。日米合意には拘束力が全くなく、抜け穴だらけの形式的な約
束にすぎない。政府はこの合意を守らせるよう交渉するか、あるいは合意を義務条項にして
拘束力を高めるよう努力すべきである。

2） 提言
1）既存の低空飛行訓練に対して
・中国、四国地方を中心にできている、市町村と県との連携を基盤とした目撃情報の収集や
国への要請の積み上げを、他のルートに関しても広げていくことに寄与する取り組みを勧
めましょう。要望事項としては、渉外知事会が掲げている、低空飛行訓練の中止、日米合意の
遵守、航空法第81条の適用などを共通の課題としていくことが大切です。

・広島県の「調査票」のようなものを全国の自治体に広げていくことが重要な課題となりま
す。特に自治体として低空飛行そのものを把握していない自治体が相当数あることを考え
ると、地域の運動組織が、住民の聞き取り調査などをすることにより、目撃情報を自治体に
挙げていくことが必要です。

・まず、市町村と県との情報の共有を進め、県レベルの町村会、市長会で、情報を収集し、その
組織化の検討をする。同時にルートにそった自治体が一堂に会する機会を作り、自治体相互
の関係を県境を越えて形成し、地方知事会としての要望にあげていくことめざす。

・運動的には、各県でそのような要請を行い、地方知事会としての問題の整理を具体的に推
進させる取り組みが有効であろう。更には、それと並行して全国知事会に対しても米軍機の
低空飛行訓練の中止を求めていく課題を要望事項の中に入れさせる努力が求められます。
そのためにも、各県段階、各ルートごとの情報交換ネットワークの形成を急ぐべきです。ま
ずは、地域の住民、関係団体での聞き取り調査や監視活動を始めていくことが必要です。

2）オスプレイの配備と低空飛行訓練に対して
・市町村の7割が、情報を有していない、そして約3分の1がオスプレイの訓練に対する方針を
決めかねている状態を見据えると、各県ごとに、市民の安全、安心を得ることが自治体の使
命であることを踏まえつつ、市町村への情報提供と、ともに行動することを求める要請行動
をすることは意義があります。

・航空機の安全な飛行を確保するために、航空法第11条は耐空証明を求めています。回転翼
機の場合、その条件は、エンジンが停止した時、オートローテーションによる着陸ができる
ことです。オスプレイには、その機能がなく、まさに「欠陥機」です。また、そもそも基地や演
習場でない空で低空飛行「訓練」ができる法的根拠も明らかにされていません。自治体が、こ
れらの問題を明確にせよと政府に迫る状況を産み出すことが重要です。

・オスプレイの低空飛行の中止やダブルスタンダードの解消を求める自治体に対しては、
既存の低空飛行への取り組みとも合わせて、訓練ルート全体を念頭に置いたネットワーク
の形成を求め、とりあえず県の市長会、町村会、さらには地方知事会での課題にしていくこ
とをめざすべきです。

・全国知事会に対しては、2012年7月19日の特別決議を踏まえて、再度、住民の不安は払しょ
くされていないことを再確認させ、政府に、このような状態の中で、オスプレイの訓練が始
まっていることに抗議し、中止を求めていく取り組みを進めるべきです。そのためには、各
県知事に、全国知事会への働き掛けを要請していく必要があります。
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オスプレイ配備に伴う米軍機による低空飛行訓練に関するアンケート

1．従来からの米軍機低空飛行訓練について

　貴自治体において、米軍機による低空飛行（訓練）が行われていると思われる出来事はありません
か。あるいは、過去に、そのような情報はありませんでしたか。どちらかに、丸をしてください。

a） ある。
b） 無い。

「ある」とお答えの場合、以下の質問に進んでください。

①　市民からの何らかの苦情や目撃情報がありますか。ある場合は、どのような内容のものか、可能
な限り具体的にお教えください。いつ、どこで、どのようなことが、どのくらいの頻度で行われて
いますか？

　＊日時は、●年●月●日など、わかる範囲で詳しく。
　地名は、「××山の南斜面」「「××山のどこから、どこへ向けて」などの形で、どんな航空機
が、何機で、どちらへ向かったなど（添付1-表2参照）。
　地域の地図に飛行コースを「→」などで記入していただければ幸いです（添付1-図3参照）。

②　その時の騒音（爆音/轟音）や爆風による被害（ガラス窓や温水器・太陽光発電パネルの破損な
ど）、さらに乳牛、豚、鶏、馬といった家畜への影響など、具体的な被害報告があれば、お教えくだ
さい。また、住民からの事故の危険性についての懸念などはありませんか？

③　目撃情報は、いつごろ（例えば「2011年の×月」）からありますか？ また、1年間に何回くらいあり
ますか？

④　低空飛行訓練とみられる飛行機の写真やビデオなどはありませんか？

⑤　役所や住民を問わず、飛行記録を取っている人をご存じありませんか？また、その飛行記録を入
手していませんか？

⑥　貴議会や市町村会などで、この問題が話題になったり、議論にのぼったことはありませんか。さ
らに、議会、行政として決議や意見書をあげ、国へ申し入れた経緯はありませんか。ある場合に
は、決議文、意見書、要請書の写しを提供していただけないでしょうか。

⑦　貴自治体における低空飛行問題を取り上げた新聞記事など、関連する資料があれば、併せてご提
供いただければ幸いです。

⑧　1999年1月の日米合同委員会合意（添付資料2-3参照）によれば、「原子力エネルギー 施設や民間
空港などの場所を、安全かつ実際的な形で回避し、人口密集地域や公共の安全に係る他の建造物

（学校、病院等）に妥当な考慮を払う」、「週末及び日本の祭日における低空飛行訓練を、米軍の運
用即応態勢上の必要性から不可欠と認められるものに限定する」とされていますが、これが順守
されているか否かについてどう考えるか、該当するものに○を付けてください。

a） 十分配慮されている。
b） ほとんど順守されていない実態がある。その場合、いかなる事例がありますか？
c） わからない。

【資料1】  自治体に送付したアンケート

（2012年10月送付）

2．オスプレイによる低空飛行訓練について

①　国から、説明ないし資料提供を受けた事実はありますか？該当するものに○を付けてください
（複数回答可）。

a） 資料提供を受けた。　→いつ、誰から、どのような資料（資料名）を提供されましたか？
b） 説明を受けた。　→その場合、いつ、誰が、どのように説明しましたか？
c） 本件に関する国からの説明や資料提供は、これまでのところ無い。

②　上記①で、a）、b）と答えた場合、オスプレイの低空飛行訓練の内容（例えば添付資料2-1左下）に関
する説明は含まれていますか。どちらかに○をつけてください。

a） 含まれている。
b） 含まれていない。

③　米本国では、オスプレイの配備や低空飛行訓練に関して、国家環境政策法（NEPA）により、パブ
リックコメントや公聴会などの機会で、計画に関し住民が意見を述べ、それを踏まえた環境影響
評価書の作成・公表を実施することが義務づけられています。キャノン空軍基地（ニューメキシ
コ州）配備のオスプレイの低空飛行訓練計画では、住民意見により、計画実施当局である空軍が
延期を延期しています（添付資料2-東京新聞記事）。日本では、沖縄県内の全自治体をはじめ、全
国知事会が「緊急決議」を挙げているにも関わらず、それらを無視して、当初予定を変更すること
なく、配備、及び訓練が始まっています。このダブル・スタンダートとも言える状況について、ど
のように考えますか。

a） 日本でも、環境影響や事故の危険性に関する、住民・自治体の懸念に配慮し、低空飛行訓練
は中止すべきである。

b） 日本でも、せめて米国並みの環境影響評価を実施し、住民、自治体の意見を踏まえた検討を
行うべきである。

c） 安全保障を米軍に依存する政策を取っている限りにおいて、低空飛行訓練も所要の訓練で
あり、低空飛行訓練そのものは認めざるを得ない。しかし、事故の危険性や、爆音など、住
民の安全、安心、健康への影響に最大限の配慮を払うよう、米国に要請すべきである。

d） その他（以下にご記入ください）

④　安全性への疑義が払拭されていないオスプレイによる低空飛行訓練は、騒音もさることながら、
墜落などの事故の危険性が強く懸念されます。これに対して、貴自治体としての対応方針をお教
えください。該当するものに○をつけてください（複数回答可）。　

a） 管轄する地域における既存の低空飛行訓練の実態を改めて調査する。
b） オスプレイの安全性や、その低空飛行訓練の内容などに関し、報道資料、関連文献などの資

料収集を進めている。
c） 「環境レビュー」の関連個所の分析を進めている。
d） この問題に関して周辺自治体と議論したり、話題にのぼったことがある。
　　→ある場合は、いつ、いかなる機会かをお教えください。
e） 県や周辺自治体とも協議し、すでに国に中止の要請を行っている。
　　→その場合、いつ、いかなる形で行いましたか。参考までに、文書を提供いただけますか。
f） その他

以上です。ご多忙の中、ご協力ありがとうございました。

【
資
料
１
】  
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日米合同委員会合意

在日米軍による低空飛行訓練について
1999年1月14日

　平成11年1月14日、日米合同委員会は、在日米軍による低空飛行訓練について別紙を公表すること
に合意した。
　なお、日米両国政府は、今後、必要に応じ、低空飛行訓練について協議していくこととなっている。

（別紙）
　日本において実施される軍事訓練は、日米安全保障条約の目的を支えることに役立つものである。
空軍、海軍、陸軍及び海兵隊は、この目的のため、定期的に技能を錬成している。戦闘即応体制を維持す
るために必要とされる技能の一つが低空飛行訓練であり、これは日本で活動する米軍の不可欠な訓練
所要を構成する。安全性が最重要であることから、在日米軍は低空飛行訓練を実施する際に安全性を
最大限確保する。同時に、在日米軍は、低空飛行訓練が日本の地元住民に与える影響を最小限にする。

1．　最大限の安全性を確保するため、在日米軍は、低空飛行訓練を実施する区域を継続的に見直
す。低空飛行の間、在日米軍の航空機は、原子力エネルギー施設や民間空港などの場所を、安
全かつ実際的な形で回避し、人口密集地域や公共の安全に係る他の建造物（学校、病院等）に
妥当な考慮を払う。

2．　在日米軍は、国際民間航空機関（ICAO）や日本の航空法により規定される最低高度基準を用い
ており、低空飛行訓練を実施する際、同一の米軍飛行高度規制を現在適用している。

3．　低空飛行訓練の実施に先立ち、在日米軍は、訓練区域における障害物ないし危険物について、
定期的な安全性評価の点検を行う。更に、情報伝達及び飛行計画チャートへの記載のため、パ
イロットは訓練区域における変化をスケジュール策定担当部局に継続的に報告する。

4．　低空飛行を含む訓練飛行の実施に先立ち、飛行クルーは、標準的な運用手続及びクルーの連
携機能をレビューするため徹底したブリーフィングを実施し、計画された飛行経路を念入り
に研究する。また、整備要員と飛行クルーは離陸に先立ち航空機を点検し、航空機が安全にそ
の任務を遂行することを確保する。

5．　在日米軍は、日本国民の騒音に対する懸念に敏感であり、週末及び日本の祭日における低空
飛行訓練を、米軍の運用即応態勢上の必要性から不可欠と認められるものに限定する。

6．　米国政府は、低空飛行訓練によるものとされる被害に関する苦情を処理するための、現在の
連絡メカニズムを更に改善するよう、日本政府と引き続き協力する。

出典（外務省ホームページ）： www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/rem_hikou.html

日本国における新たな航空機（MV-22）に関する日米合同委員会合意
2012年9月19日

1.　米海兵隊によるMV-22オスプレイの我が国への配備に関しては，同機の安全性等についての地元
の懸念を踏まえ，同機の安全性を我が国として主体的に確認するとともに，同機の運用に際して
最大限の安全性を確保し，地元に与える影響を最小限にとどめる観点からの具体的な措置につい
て，日米両政府間で様々なやり取りを行ってきました。

（強調・下線は編集部による。） 2.　その結果，9月19日（水曜日），日米合同委員会において，飛行の安全性，騒音規制及び低空飛行訓
練を含め，MV-22オスプレイの我が国における運用に係る具体的な措置について，以下のとおり
合意しました。

覚書（外務省「仮訳」）・抜粋

5． 米軍施設及び区域の上空及び周辺における飛行経路及び運用:
a． 合衆国政府は，適用される騒音規制措置に関する合同委員会合意を引き続き遵守する意図を有する。

b． 合衆国政府は，周辺のコミュニティに及ぼす飛行運用による影響が最小限になるよう，米軍施設及び
区域の上空及び周辺における飛行経路を設定する。この目的のために，MV-22を飛行運用する際の進
入及び出発経路は，できる限り学校や病院を含む人口密集地域上空を避けるよう設定される。MV-22
は，陸上あるいは水上を飛行するにも安全であるが，移動の際には，可能な限り水上を飛行する。

c． 22時から6時までの間，MV-22の飛行及び地上での活動は，運用上必要と考えられるものに制限され
る。夜間訓練飛行は，在日米軍に与えられた任務を達成し，又は飛行要員の練度を維持するために必
要な最小限に制限される。部隊司令官は，できる限り早く夜間の飛行を終了させるよう最大限の努力
を払う。合衆国政府は，シミュレーターの使用等により，MV-22の夜間飛行訓練が普天間飛行場の周
辺コミュニティに与える影響を最小限にする。 

d． MV-22は，安全な飛行運用を確保するために，普天間飛行場における離発着の際，基本的に，既存の
固定翼機及び回転翼機の場周経路並びに現地の運用手順の双方を使用する。

e． MV-22は，通常，ほとんどの時間を固定翼モードで飛行する。運用上必要な場合を除き，MV-22は，通
常，米軍の施設及び区域内においてのみ垂直離着陸モードで飛行し，転換モードで飛行する時間をできる限
り限定する。

f． MV-22の沖縄への配備の後，既存の計画の一部として，また，日本国政府からの支援も得て，日米両政
府は，日本国内の沖縄以外の場所で飛行訓練を行う可能性を検討する意向である。

6． 訓練区域及びその他の空域におけるMV-22の飛行運用:
a． 低空飛行を含む飛行運用の一部として，MV-22の乗組員は，訓練区域や訓練航法経路沿いにおける障

害物や危険物について，定期的に報告を行う。さらに，情報伝達及び飛行計画チャートへの記載のた
め，乗組員は，訓練区域や訓練航法経路における変化についてスケジュール策定担当部局に継続的に
報告する。

b． 飛行運用の間，最大限の安全性を確保するため，MV-22の乗組員は，訓練航法経路を定期的に見直
し，検証する。したがって，安全性を確保し，住民に与える影響を最小限にするため，これらの経路の
位置は，時間の経過とともに修正され得るものである。

c． 合衆国政府は，公共の安全に妥当な配慮を払ってMV-22の飛行運用を実施する。

d． 合衆国政府は，常に，週末及び日本国の祭日における低空飛行訓練を，米軍の運用即応態勢上の必要
性から不可欠と認められるものに限定する。

e． MV-22は，時折，低高度で運用されることから，同機の乗組員は，日本国において低空飛行訓練を行
う。MV-22は，訓練航法経路を飛行する間，地上から500フィート以上の高度で飛行する。ただし，
MV-22の運用の安全性を確保するために，その高度を下回る飛行をせざるを得ないこともある。低空
飛行訓練の間，原子力エネルギー施設，史跡，民間空港，人口密集地域及び公共の安全に係る他の建造
物（例えば，学校，病院等）といった場所の上空を避けて飛行することは，合衆国の航空機の標準的な
慣行である。

　　　出典（外務省ホームページ）： www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/goui_120919.html
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データ
シート

 オスプレイの機体情報と運用計画

■ 機体情報 （MV：海兵隊仕様、CV：空軍仕様）

ボーイング社「オスプレイ・ガイドブック 2011/2012」（11 年 3 月）をもとにピースデポ作成。
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General Characteristics 

General Characteristics

Performance @ 47,000 lb 
 Max cruise speed - 
 (MCP) Sea Level (SL), kts (km/h) . . . . . . . .262 (485)

  Max RC, A/P mode SL, fpm (m/m) . . . . 3,200 (975)
 Service Ceiling, ISA, ft (m) . . . . . . . . . 25,000 (7620)
 OEI Service Ceiling ISA, ft (m),  . . . . . 10,300 (3139)
 HOGE ceiling, ISA, ft (m) . . . . . . . . . . .5,400 (1,646)
Weights
 Takeoff, vertical, max, lb (kg) . . . . . . 52,600 (23859)
 Takeoff, short, max, lb (kg) . . . . . . . . 57,000 (25855)
 Takeoff, self-deploy, lb (kg) . . . . . . . . 60,500 (27443)
 Cargo hook, single, lb (kg) . . . . . . . . . 10,000 (4536)
 Cargo hook, dual capability, lb (kg) . . 15,000 (6804)
Fuel Capacity
 MV-22, gallons (liters) . . . . . . . . . . . . . . 1,721 (6513)
 CV-22, gallons (liters) . . . . . . . . . . . . . . 2,025 (7667)
Engines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Model . . . . . . . . . . . .AE1107C (Rolls-Royce Liberty)
 AEO VTOL normal power, shp (kW) . . 6,150 (4586)
Crew    
 Cockpit – crew seats . . . . . . . . . . . . . . . 2 MV/3 CV
 Cabin – crew seat/troop seats  . . . . . . . . . . . . .1/24

44 45

The V-22 has been designed to the most stringent safety, reliability, readiness, 
all-weather operations, survivability, crash worthiness, and performance 
requirements of any rotary wing aircraft ever built.
The V-22’s self-deployability and large payload capacity over long distances 
position it to support numerous missions worldwide.

Airframe

Top Level V-22 Design Requirements

Airframe
Composite materials were a key technology that enabled the development 
of the V-22 and reduced cost and weight, improved reliability, and increased 
ballistic tolerance. The past two decades of extensive research and 
development on composite materials in the aerospace industry has directly 
benefited the V-22 structural design.

Design Features

• Susstained cruise speed: 260+ knots
• Self-deploy worldwide
• Unrefueled radius of action: 500+ nmi

• Operate from amphibious ships
• Carry 15,000 ib external payload
• Vertical insertion/extraction

• High level of ballistic tolerance

• Cockpit integrated color 
 displays, avionics to navigate 
 worldwide, civil and military 
 fields

• Fold/stow and corrosion 
 protection to meet shipboard 
 compatibility

Fixed-wing
tactical

transport

Helicopter
assault

transport

}
}

25.8m

ヘリコプター
モード

４.7m

5.6m

11.6m

6.7m

7.6m

17.5m

5.5m

航空機モード

17.5m

5.6m

14m

25.6m

11.6m

【性能】
最大航行速度：時速 485km
海面上昇率（固定翼モード）：975m/ 分
上昇限度：高度 7,620 ｍ（片発時：3,139m）
ホバリング高度限界：1,646m

【最大重量】
垂直離陸時：23,859kg
短距離離陸時：25,855kg
短距離離陸時（自己展開）：27,443kg

【燃料容量】
MV － 22：6,513 リットル
CV － 22：7,667 リットル

【エンジン】
型式：AE1107C（ロールスロイス・リバティ）
最大出力：4,586kw × 2 基

【乗員】コックピット（乗員席）：
　　　　　　　　　MV － 22…2 ／ CV － 22…3
　　　 キャビン（貨物室）：乗員席 1、隊員席 24

任務／戦術 定義
戦闘任務の
立案

任務の目的、脅威予測、ルート選択、戦術、時期、地形を考慮にいれた、高度に詳細な事前任務
計画の立案。

脅威シナリオ
の立案

低空飛行任務の航路で予期される脅威となる自然現象を述べ、脅威予測に基づいた適切な
脅威対処を規定する、集中的かつ複合的な計画立案。

低空戦闘訓練

空軍指示書（AFI）11－2MC－130V3は、「低空飛行」を「地上高（AGL）3000フィート以下におい
て実施される作戦」と定義している。乗員は、住民や軍事対空防衛による発見を回避するた
めに、行動の制約された環境における侵入・撤収の模擬訓練（シミュレーション）を行うため
の、低高度（特に必要な場合には高高度）における戦術飛行を実施する。

地形追随／
地形回避

航空機に搭載された地形追随レーダーの使用は、航空機が選択された高度で地形に追随し
て飛行し、立体的な障害物を避けることを可能にする。 

模擬脅威下
操縦訓練

乗員による、地上あるいは空中における航空機への現実的脅威に対応するために使用する手
順を主眼とする。すべての操縦は、模擬脅威に反応して行われ、模擬脅威からの航空機の迅速
な離脱を含む。

模擬空中
投下の手順

パラシュート運搬システムまたは同等の手段による、現実的な人員もしくは物資を擬した
運搬訓練。航空機は、航行中に空中投下速度への減速、貨物もしくは人員用扉の開放、空中投
下、ドアの閉鎖、そして巡航速度へ復帰といった一連の模擬訓練を行う。 

航空機編隊
形成の手順

2機以上の低高度の航空機が、異なるルートから1つの編隊を形成する、模擬訓練もしくは現
実的編隊形成手順。

空中給油（AR）
C－130航空機によるヘリコプターまたはティルトローター機への航空燃料の給油。C－130
／CV－22の空中給油（AR）空路は、現行の訓練エリアの外側の適切な低空ルートの一部に、連
邦航空局（FAA）と連携して設置される。

■ 低空飛行訓練実施における任務及び戦術要件

米空軍「ニューメキシコ州キャノン空軍基地における低空飛行訓練実施のための環境評価書案」（11年8月）をも
とにピースデポ作成。
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■ 日本各地での
　　低空飛行訓練計画

米海軍・海兵隊「MV － 22 の海兵隊普天間飛行
場配備及び日本における運用に関する最終環境
レビュー」（12 年 4 月）をもとにピースデポ作成。

　「環境レビュー」は、6本の飛行訓練ルー
トを示した。米政府が公式文書で低空飛
行訓練ルートを図示したのは初めてであ
る。
　これまで、厚木、岩国、三沢等の各基
地所属機の低空飛行訓練が行われてきた。
　過去の米軍機事故※の調査報告書等によ
り 8本のルートの存在が明らかになって
いる。しかし、「環境レビュー」には、中
国地方の「ブラウンルート」や、東北・
北海道の「北方ルート」、また、自衛隊と
米軍が実質的に共同使用している飛行訓
練エリアは示されていない。これらでも
オスプレイの低空飛行訓練が行われる可
能性がある。

※奈良県十津川村・林業ワイヤー切断事故（91年）
　や高知県・早

さ め う ら

明浦ダム墜落事故（94年）など。

■ 沖縄での運用計画
　米軍作成の「環境レビュー」
は、オスプレイ運用場所とし
て、既存の69か所のヘリパッ
ド（着陸帯）を示した（白○）。
　パッドは、本島中南部から
北部及び伊江島に点在して
おり、本島全域が「飛行エリ
ア」となる実態を示している。
　北部訓練場では、96 年の
SACO※最終報告に基づき、
「過半の返還」を前提とした、
東村高江集落周辺への、ヘリ
パッド移設工事が実施され
ている。この図は移設前の状
態である。

※日米両政府「沖縄に関する特別
行動委員会」。

キロメートル

Purpose and Need 

1-2 Environmental Review for MV-22 Basing in Okinawa and Operating in Japan  
 Final, April 2012 

   

Figure 1-1.  Location of Proposed Action:   
Okinawa and Mainland Japan 
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出典：ピースデポ『イアブック 核軍縮・平和 2012』（12年11月発刊）
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オスプレイ配備に伴う米軍機による低空飛行訓練に関するアンケート総表
2013年2月26日、（  ）内は道・県

 
①　米軍機による低空飛行（訓練）が行われいると思われる出来事はありませんか。

a） ある    64 （15）
b） 無い             107   （3）
c） 無回答         　  3   （3）

       
⑧1999年1月の日米合同委員会合意の順守について

a） 十分配慮されている。 　                              1    （0） 
b） ほとんど順守されていない実態がある。 　   8    （0）
c） わからない。 　                                          45（11）
d） 無回答                                       　 117    （7）

      
・a）は川本町（島根県）のみ。
・b）は本山町（高知県）、水上村（熊本県）、日の影村（宮崎県）、日南町（鳥取県）、浜田市、益田市（島
根県）、三次市、安芸高田市（広島県）。中国5県知事会はほぼ同じ認識とみられる。　　　　　　　 
 

①　国から、説明ないし資料提供を受けた事実はありますか？
a） 資料提供を受けた。                                       16   （1）
b） 説明を受けた。                                       22   （6）
a）b）重複                                                                17（11）
c） 説明や資料提供は、これまでのところ無い。    106    （1）
d） 無回答                                                    11    （0） 

・a）、b）のうち、九州防衛局から説明を受けた自治体：
大分市、豊後大野市、由布市、玖珠町、中津市、臼杵市（大分県）、山鹿市、菊池市、阿蘇市、南阿蘇
村、高森町、美里町、水上村、湯前町、小国町（熊本県）、椎葉村、諸塚村、日之影町（宮崎県）、宇検
村（鹿児島県）。 

・a）、b）のうち、県から説明ないし入手した自治体：
横手市、大館市、大仙市（秋田県）、鮭川村、戸沢村（山形県）、黒部市（富山県）、本山町（高知県）、
飯南町（島根県）、庄原市、三次市（広島県）。

②　オスプレイの低空飛行訓練の内容に関する説明は含まれていますか。
a） 含まれている。  26 （8）
b） 含まれていない。  21 （6）
c） 無回答              124 （4） 

1．従来からの米軍機低空飛行訓練について

2．オスプレイによる低空飛行訓練について

【資料2】 自治体からの回答・総表

③　ダブル・スタンダートとも言える状況について、どう考える？
a） 低空飛行訓練は中止すべきである。                   36   （1）
b） せめて米国並みの環境影響評価を実施し、
        住民、自治体の意見を踏まえた検討をすべき。      36   （0）
c） 安全保障を米軍に依存する限りにおいて、
        低空飛行訓練そのものは認めざるを得ない。        31   （1）
d） その他                                                            32 （14） 
e） 無回答                                                            37   （2）

・a）と答えた自治体：
仙北市、大仙市、小坂町（秋田県）、戸沢市（山形県）、滝沢村（岩手県）、蔵王町（宮城県）、二本松
市、鮫川村、柳津町（福島県）、湯沢町（新潟県）、飯山市、中野市、信濃町、大町市、松本市、南箕輪
村、野沢温泉村（長野県）、高山市（岐阜県）、日高町（和歌山県）、本山町、いの町　（高知県）、由布
市（大分県）、八女市（福岡県）、日之影町（宮崎県）、久米島町（沖縄県）、浦河町（北海道）、若桜町、
日野町、日南町（鳥取県）、鏡野町（岡山県）、川本町、邑南町（島根県）、三次市、北広島町、廿日市
市（広島県）、岡山県）

・b）と答えた自治体：
藤里町（秋田県）、鮭川村、庄内町、小国町、最上町、尾花沢市（山形県）、西和賀町（岩手県）、川崎
町、丸森町（宮城県）、古殿町、塙町（福島県）、魚沼市（新潟県）、みなかみ市、沼田市（群馬県）、山
ノ内町、南箕輪村（長野県）、印南町（和歌山県）、安芸市、馬路村（高知県）、豊後大野市、玖珠町、
佐伯市（大分県）、高森町、小国町（熊本県）、久慈市（岩手県）、朝来市、香美町、宍粟市（兵庫県）、
鳥取市（鳥取県）、西粟倉村、真庭市、新庄村（岡山県）、益田市、津和野町（島根県）、庄原市、南箕
輪村（長野県）

④　オスプレイによる低空飛行訓練への貴自治体としての対応方針は？
a） 既存の低空飛行訓練の実態を改めて調査。  17   （0）
b） 報道、関連文献など資料収集を進めている。  42   （4）
c） 「環境レビュー」の関連個所を分析している。    1    （0）
d） 周辺自治体間で話題にのぼったことがある。  11   （1）
e） 県とも協議し既に国に中止要請をした。                14   （1）
f） その他                                                        61 （14）
g） 無回答　　                                                        40   （1）

・d）と答えた自治体：
仙台市、川崎町（宮城県）、みなかみ町（群馬県）、菊池市（熊本県）、椎葉村（宮崎県）、久慈市、盛岡
市（岩手県）、川本町、邑南町、益田市（島根県）、愛媛県

・e）と答えた自治体：
沼田市（群馬県）、飯山市、松本市（長野県）、日高川町、印南町、みなべ町、日高町（和歌山県）、本
山町（高知県）、豊後大野市（大分県）、久米島町（沖縄県）、飯南町（島根県）、三次市、廿日市市（広
島県）、鳥取県
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道・県 （27）
Q1：低空飛
行の有無 

ある　  ない

Q1①： 
住民からの苦情の有無
とその内容

Q1②： 
具体的な被害状況

Q1③： 
目撃情報の頻度

Q1④： 
写真等資
料の有無

Q1⑤： 
記録者の有
無

Q1⑥：議会での動
き、国への要請

Q1⑦：収集資
料の有無

Q1⑧： 
日米合意
の遵守

Q2①： 
国から
の説明

同： 
具体的記述

Q2②：国の資
料にオスプレ
イ含まれるか

Q2③：
国内外
の二重
基準へ
の考え

同： 
「d）その他」の回答

Q2④： 
対応方
針

同： 
具体的記述

北海道

「低空飛行訓練」の定義
が不明確なため適切な
回答かどうか分かりま
せんが、米軍機による被
害や騒音に対する苦情
は北海道防衛局が対応
しています。道や市町村
に連絡があった場合は
防衛局に伝達しますが、
直接防衛局に連絡され
るものもあると聞いて
います。道において：は
防衛局が被害対応の窓
口であることや米軍の
事故等が発生しても米
軍や国が公表するまで
の間、道が公表すること
をホームページに掲載
しています。

近年の被害状況は
平成19年の1件（燃
料漏れのため函館
空港に着陸）のみ。

「低空飛行訓練」に
ついては北海道防
衛局にお問い合わ
せください

オスプレイに係る資料について
は、他の都府県と同様に北海道防
衛局から提供されていますが、い
ずれも防衛省ホームページで公
開されているものと同じです

オスプレイの配備や飛行訓練に関
しては、北海道を含む14都道県で
構成する渉外関係主要都道県知事
連絡協議会として国に対して「関
係自治体の意向を十分尊重するよ
う」要請しています

青森県 ●

米軍の低空飛行訓練に
ついては、米軍側から
事前通告がないことか
ら、住民等からの問い
合わせ等があってはじ
めて情報収集すること
になるため、正確な状
況や件数等は把握して
いない

米軍機による低空
飛行訓練による被
害状況等について、
特段把握していな
い

直近では平成19年
7月に黒石市・平川
市付近で低空飛行
訓練と推測される
事案が1件発生し
ている。それ以前
には年に0 ～ 1件
程度、低空飛行訓
練と推測される事
案が発生していた
ようである

なし 特段承知し
ていない

あり 特段収集し
ていない

c a,b a 「環境レビュー」に関し、新聞報
道を通じて覚知した後、東北防衛
局から「環境レビュー（仮訳）」、
オスプレイのパンフレットの提
供を受けた。　Bモロッコにお
けるMV-22墜落事故に関する分
析報告書及びフロリダにおける
CV-22墜落事故に関する分析評価
報告書が公表された時に、東北防
衛局地方調整課長からその概要
について説明を受けた。また、オ
スプレイ「安全宣言」が公表され
た際に、東北防衛局長からその概
要について説明を受けた

その他 
（「環境レビュ

ー」に航法経路
の本県に係る2
ルートが記載
されていたが、
低空飛行訓練
の具体的内容
についての説
明はない。）

d 政府において、その安全性
について責任を持って関
係自治体に詳細かつ丁寧
に説明するとともに、沖縄
県への配備や全国各地で
行われる飛行訓練につい
ても具体的内容を明らか
にし、関係自治体の意向を
十分尊重して対応するこ
とが必要だと考えている

f 政府において、その安全性につい
て責任を持って関係自治体に詳細
かつ丁寧に説明するとともに、沖
縄県への配備や全国各地で行われ
る飛行訓練についても具体的内容
を明らかにし、関係自治体の意向
を十分尊重して対応することが必
要だと考えている

岩手県 ●

本年の受理状況 
1月4日宮古市（沿岸
部）ジェット機1機が南
方から北方へ飛行して
いった。 
7月7日盛岡市（内陸
部）ジェット機1機が
市内上空を旋回してい
た。方向不明。 
10月22日一関市（内陸
部）ジェット機2機が東
方から西方に飛行、高
度200メートル位。　
10月22日雫石町（内陸
部）ジェット機2機が南
方から北方（岩手山方
向）に飛行

具体的な被害報告
はありません。苦情
の内容は爆音がし
てうるさい。飛んで
いった方向には学
校があり危険だ。オ
スプレイの前段訓
練ではないのか等
の内容でした

本県の米軍機と思
われるそお音苦情
の受理状況は、昭
和63年以降本年ま
でに総数163件を
受理しています。
年平均で6.5回の
受理件数となっ
ています。本県で
は件数のみ集約。
S63年3件、H2年2
件、H3年2件、H5年
2件、H6年1件、H7
年2件、H10年3件、
H11年22件、H12年
28件、H13年42件、
H14年6件、H15年
15件、H16年5件、
H17件3件、H18年4
件、H19年7件、H20
年5件、H21年2件、
H22年2件、H23年3
件、H24年4件（H24
年11.7現在）

ありませ
ん

把握してお
りません

議会において騒音
苦情の受理状況及
びその対応につい
ての質問が時々あ
ります。平成20年
1月に本県総務部
長名で外務省宛に
騒音苦情に関して
の申し入れを行っ
ています

資料はあり
ません

c a,b a)「環境レビュー」、モロッコ及び
フロリダ両事故の「事故分析評価
報告書」、「オスプレイの沖縄配備
について」（※いわゆる安全宣言）
の各資料について、それぞれ公表
日の後、防衛省東北防衛局担当者
から、提供されました。 
 
B）各々の資料が公表された後、防
衛省東北防衛局担当者から「環境
レビュー」については電話にて、
その他の資料については、担当者
の訪問を受けて口頭で説明を受
けました。説明の内容は、報告書
の概要に関するものでした。

b d 防衛省はモロッコ及びフ
ロリダで発生した事故は
人的要因によるものであ
り、機体自体に問題はな
く、安全性は確保されてい
るとして、国内への配備を
認めるとしているが、9
月には米国内での緊急着
陸事案も発生しています。
いまだ十分に安全性が確
認されたものとは言い難
く、県民の不安は払しょく
されていないまま、飛行訓
練が実施されることは容
認できません。国におい
ては、オスプレイの安全性
について、今後も必要な検
証を行うとともに、県及び
関係市町村、県民に対し丁
寧な説明を行い、不安の払
しょくに努めていただき
たいと考えています。

f これまで防衛省東北防衛局を通
じ、飛行ルートを明らかにするよ
う要請しているところであり、こ
れが明らかにされた場合は、県民
に対してもお知らせします。また、
騒音の苦情等が寄せられた場合に
は、国に対し、県民の安全・安心を
確保するため然るべき対応を求め
ていきます。

秋田県 未回答

宮城県 ●

過去10年ほどは米軍
機による低空飛行（訓
練）は確認されていな
い。

― b ・平成24年6月14日　東北防衛局
担当者から、防衛省が沖縄県へ提
出した「MV22オスプレイの配備
及び日本での運用に関する環境
レビュー」の概要について説明が
あった。また9月28日には、東北防
衛局長から本県副知事に対して、
沖縄県へのオスプレイ配備及び
国内運用について説明があった。
説明内容はいずれも防衛省HPに
掲載されている内容。 

・平成24年8月30日　東北防衛局
担当課長からモロッコでのMV22
オスプレイの墜落事故に関する
政府の事故調査結果について、東
北防衛局から説明があった。内容
は防衛省HPに掲載されている内
容。

・平成24年9月14日　東北防衛局
担当課長から、フロリダでのCV22
オスプレイの墜落事故に関する政
府の事故調査結果について、東北
防衛局から説明があった。内容は
防衛省HPに掲載されている内容。

a d 防衛政策は国の専管事項
であり国の責任において
決められているものであ
る。

f 国の責任において安全を確保する
よう強く求めている。加えて、飛行
ルートなど、より詳しい情報につ
いて、適切な時期に、県及び市町村
に対して提供されるよう国に要請
している。

【資料3】  自治体からの回答・一覧 ＜ 回答自治体数：174  ／ 低空飛行訓練 「ある」：64 「ない」：108 ＞

【
資
料
３
】  
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道・県 （27） 

＜続き＞

Q1：低空飛
行の有無 

ある　  ない

Q1①： 
住民からの苦情の有無
とその内容

Q1②： 
具体的な被害状況

Q1③： 
目撃情報の頻度

Q1④： 
写真等資
料の有無

Q1⑤： 
記録者の有
無

Q1⑥：議会での動
き、国への要請

Q1⑦：収集資
料の有無

Q1⑧： 
日米合意
の遵守

Q2①： 
国から
の説明

同： 
具体的記述

Q2②：国の資
料にオスプレ
イ含まれるか

Q2③：
国内外
の二重
基準へ
の考え

同： 
「d）その他」の回答

Q2④： 
対応方
針

同： 
具体的記述

山形県 未回答

福島県 ●

― a,b H24.7月末、8月末、9月中旬に東
北防衛局から「環境レビュー」「事
故報告書」について来庁のうえ説
明を受けた。

b c 安全保障は国の専管事項
であるため

b,f 県民の安全・安心の確保の観点か
ら、飛行ルート上の県（市町村）と
の連携、情報交換などを行い、必要
に応じて東北防衛局からも説明を
求めるなどしていく。

群馬県　 ●

米軍機等（ジェット機・
プロペラ機・ヘリコプ
ター）の騒音・飛行に係
る苦情の状況　24.4月
5　24.5月26　24.6月8
　24.7月9　24.8月53
　24.9月8　※上記苦
情件数は、県民から県
に直接寄せられた苦情
のほか、市町村を通じ
て県に寄せられた苦情

（情報）及び米軍機以外
の軍用機等を含む。

本年度、被害報告は
ない。

ない ない ない H23.2.21「米国軍
用機の飛行につい
て申し入れ」防衛
大臣、外務大臣、在
日米軍司令官等

別紙のとお
り

c b 北関東防衛局職員が、環境レ
ビュー・モロッコ及びフロリダの
事故分析評価報告書・政府の安全
宣言の各発表後に、発表資料を基
に概要を説明。

a d 安全保障政策上の問題で
あり、政府において責任を
持った判断をなすべき事
項であると考える。

f 県民に不安を与えるような飛行訓
練が行われた場合には、県として、
適切な対応をとるよう、外務省、防
衛省及び在日米軍関係機関へ要請
を行う。

新潟県 未回答

富山県 ● ― a,b ― ― ―

長野県　 ●

平成24年8月9日に長
野市戸隠上空をジェッ
ト機が飛行したとの情
報等、今年度は数件の
目撃情報等が寄せられ
ている

上記8月9日の件で
はジェット機の音
がしたと聞いてい
るが、被害は生じて
いない

昭和63年～平成
元年ごろは南信地
域を中心に多くの
目撃情報があった
が、平成20年度以
降で県に問い合わ
せが寄せられたの
は年0 ～ 4件程度
である。県として
取りまとめはして
いない

保有して
おりませ
ん。

存じ上げて
おりませ
ん。また、飛
行記録につ
いても入手
していませ
ん。

長野県議会（平成
24年9月定例会）
でオスプレイに関
する意見書を可決
しております。（意
見書の内容につい
ては長野県議会
HPから閲覧可能
です。）

特にござい
ません。

c a,b a 北関東防衛局から環境影響審査
報告書の写し、モロッコ及びフロ
リダの自己分析評価結果等、関連
資料が発表される際に資料提供
を受けている。B　北関東防衛局
職員から上記資料の内容等につ
いて、6月以降数回にわたり訪問
を受け説明を受けている

a d 基本的に国が対応すべき
問題であると考えており、
安全性を十分に確認する
とともに、確認結果を国民
にわかりやすく説明する
ことが必要である

b

岐阜県 ●

旧高根村(現高山市）に
おいて過去に目撃情報
あり。詳細は県では把
握していない

詳細は県では把握
していない

詳細は県では把握
していない

詳細は県
では把握
していな
い

詳細は県で
は把握して
いない

平成24年9月20日
　県議会で一般質
問あり。平成24年
7月20日　全国知
事会として防衛大
臣等へ要望(別添
のとおり）

c 
詳細は県
では把握
していな
い

b 7月30日に当会防衛支局を訪問
し、施設企画課長から「環境レ
ビューにおける低空飛行ルート
に明確に岐阜県が含まれるとは
いえない」との説明を受けた

b d 政府から事故に関して機
体に不具合等は無かった
との説明がなされたが、十
分な説明がなされたとは
言えず、関係する自治体や
住民が懸念しているオス
プレイの安全性について
いまだ確認できていない
現状においては、受け入れ
ることは出来ない

b,f f）　全国の都道府県と足並みをそ
ろえて、政府の責任においてオス
プレイの安全性や飛行ルートを含
む訓練内容詳細について十分に説
明し、関係地域の意向を尊重する
よう強く求めていく

和歌山県
　 ●

2012年1月31日和歌山
県日高川町、椿山ダム
付近9時ごろ、12時ご
ろ(1機ずつ）　7月31日
和歌山県日高川町、椿
山ダム付近北東→南西
13時ごろ(1機）

轟音 1989年8月から記
録あり。2008年8
件、2009年6件、
2010年6件、2011
年15件、2012年3
件(11月末現在）

なし なし H24、6月議会本
会議　質問あり
(1）H24、6月議
会総務委員会　質
問あり(1）

直近の記
事・・・別紙

c b 6月20日・・・近畿中部防衛局より
当局に対し「環境影響報告書」の
説明あり。6月26日･･･近畿中部
防衛局より当局に対し「モロッコ
及びフロリダでのオスプレイ事
故」に関する説明あり

a d 安全保障上の問題で国が
判断するものと考える

f 県では安全性について判断できま
せん

徳島県 ●

別添資料 別添資料 別添資料 ありませ
ん

知りません 別添のとおり ― 
県に寄せ
られる情
報だけで
は判断で
きない

b ・平成24年6月18日、防衛省中国四
国防衛局、MV-22の普天間飛行
場配備及び日本での運用に関す
る環境レビュー最終版(仮訳）な
ど 

・平成24年7月9日、防衛省中国四
国防衛局、接受国通報CH-46飛行
隊をMV-22飛行隊に改編など 

・平成24年9月28日、防衛省中国四
国防衛局、MV-22オスプレイの
沖縄配備についてなど

MV-22の普天
間飛行場配備
および日本で
の運用に関
する環境レ
ビュー最終版
(仮訳）などに
より説明を受
けた

d 県の最大の責務は「県民の
安全･安心を確保するこ
と」であり、県民の不安や
懸念を生じさせるような
本県上空での低空飛行訓
練はなされるべきではな
いと考えている

f 県としては、かねてから防衛省に
低空飛行訓練について、事前の説
明を要請してきており、防衛省中
国四国防衛局に対し情報提供を強
く求めているところである。言う
までもなく、県の最大の責務は「県
民の皆様の安全･安心」を確保する
ことであり、今後とも県民の皆様
の不安や懸念を生じさせないよう
取り組んでまいりたい。

高知県 未回答

愛媛県 ●

別添「資料①:米軍機低
空飛行目撃情報一覧」
のとおり

具体的な被害報告
等はありません

別添「資料①米軍
機低空飛行目撃情
報一覧」のとおり

該当の資
料はあり
ません

該当の情報
･資料はあ
りません

別添「資料②:米国
軍用機の低空飛行
訓練の中止等に関
する意見書（H6、
12、9愛媛県議会
可決）」のとおり。
別添「資料③:要請
書（H20、7、23愛
媛県知事→外務大
臣）」のとおり

別添「資料④:
愛媛新聞記
事（H6、10、
15/H6、10、
24/H20、7、
19」のとおり

― 
※その他 

（日米合
意に基づ
いて運用
されてい
るものと
認識して
おり、ま
た国が責
任を持っ
て日米合
意の順守
を確保す
べきもの
と考えて
いる。）

― ※その他 
（「環境レビュー」やオスプレイ配

備に係る「接受国通報」、「オスプ
レイの沖縄配備について」などに
関する説明や資料提供を受けた
が、「オスプレイによる低空飛行
訓練」の内容については承知して
いない

― d ※その他 
オスプレイの飛行ルート
や訓練計画等については、
国が責任を持ってしっか
りと内容を把握し、情報提
供するとともに、オスプレ
イの安全性と運用につい
て国民に分かりやすく丁
寧に説明する必要がある
と考えている

d,f d:随時、情報交換等を行っている。 
F:　・オスプレイに限らず、米軍機
の低空飛行について引き続き県内
市町の協力を得て、目撃情報の収
集に努めることとしている。 

・県としては今後とも県民の安心・
安全を守る立場から国に対して責
任ある対応を求めるとともに、低
空飛行の禁止や原発周辺・人口密
集地域の飛行回避など、日米合意
事項の順守について、全国知事会
を通じて他県とも連携を図りなが
ら実効ある対応を行うよう粘り強
く要請していきたい

【
資
料
３
】  
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道・県 （27） 

＜続き＞

Q1：低空飛
行の有無 

ある　  ない

Q1①： 
住民からの苦情の有無
とその内容

Q1②： 
具体的な被害状況

Q1③： 
目撃情報の頻度

Q1④： 
写真等資
料の有無

Q1⑤： 
記録者の有
無

Q1⑥：議会での動
き、国への要請

Q1⑦：収集資
料の有無

Q1⑧： 
日米合意
の遵守

Q2①： 
国から
の説明

同： 
具体的記述

Q2②：国の資
料にオスプレ
イ含まれるか

Q2③：
国内外
の二重
基準へ
の考え

同： 
「d）その他」の回答

Q2④： 
対応方
針

同： 
具体的記述

兵庫県 ＜資料のみ受領＞ ● 資料から判断

鳥取県　
　 ●

別添1参照（数値等を集
計されるのは構いませ
んが、表そのものをコ
ピーしての配布はしな
いでください）

具体的な被害報告
はなし

目撃情報の収集を
始めたのは平成6年
度から。件数は7件

（21年度）、5件（22年
度）、14件（23年度）、
5件（24年度12月
末現在）別添1参照

（数値等を集計され
るのは構いません
が、表そのものをコ
ピーしての配布は
しないでください）

なし 承知してい
ない

県議会の質問で取
り上げられたこと
はある。県知事名
による要請活動は
平成16年度以降
行っていない。（県
議会の意見書提
出、県知事名によ
る要請は前回アン
ケートへの添付資
料を参照）

c a H24,7,21:中国四国防衛局:環境レ
ビュー、オスプレイに関するパン
フレット

b ― e H24,11,21中国地方知事会共同ア
ピール:別添2

岡山県 ●

別紙（過去5年間の目撃
情報の年度別推移）参
照

H23、3、2津山市で
の土蔵倒壊事案

平成6年度から なし 存じ上げま
せん

国への申し入れ
あり。別添のとお
り（津山の土蔵倒
壊直後の要請書
を送付）

新聞記事は著
作権の問題が
あるため、県
から提供でき
ません

c c ― a f 従来から実施している米軍機の目
撃情報の収集による監視を継続

島根県 ＜資料のみ受領＞ ● 資料から判断

広島県 未回答

大分県 ●

大分県豊後大野市緒方
町→清川村→千歳町

（被害報告）特にな
し。 

（住民の声）騒音に
対する苦情

2011年9月頃か
ら、市町村等から
報告を受けている
件数で1年間に約
35件

特になし 記録を取っ
ている方は
把握してい
ない

特になし 平成24年10
月2日　別添
　大分合同
新聞記事参
照

c a,b a 九州防衛局の担当者から機体の
概要、モロッコ･フロリダでの事
故概要、日米合意事項など。B九
州防衛局の担当者から上記資料
を用いて

b d オスプレイの配備及び訓
練についても外交、防衛政
策に関することであり、日
米安全保障条約の枠組み
の中で、オスプレイの安全
性に対する国民の不安や
懸念を踏まえて日米両政
府が判断すべきこと

f 国に対して、安全性に関する合意
事項の遵守を求めると共に、訓練
計画の具体的内容について説明を
求めているところであり、その説
明をしっかり聞いた上で、国への
要請等必要な対応を検討していく

福岡県 ●

― a,b 平成24年6月19日九州防衛局
地方調整課長から米軍「環境レ
ビュー」の提供説明を受けた

a d 国民の安全安心の確保が
重要であり、日米両政府の
合意に従って政府が責任
を持って対応すべき

f 九州防衛局に対して低空飛行訓練
に関する情報（飛行ルート、時期）
提供を求めているところ

熊本県 ●

これまで新聞記事等は
あるが、具体的な飛行
コース記録等はない

過去に菊池市にお
いて家畜に被害が
あったということ
は聞いている。ま
た、原因が米軍機の
影響てあるのか断
定的なことは言え
ないが、牛の乳の出
が悪くなったとい
う話もある

目撃の開始時期は
詳細には分からな
い。市町村役場等
を通じ県に情報が
寄せられるのは1
年に1回あるかな
いか程度

新聞記事
程度

特定の役所
や個人に関
する情報は
有していな
い

今年9月県議会で議
員からオスプレイに
関する質問があっ
た。また、10月12日
に知事、県市長会、県
町村会長連名で九州
防衛局長に対して詳
細な訓練内容や安
全対策について情
報の収集と提供、説
明を求める申し入れ
を行った。市町村で
も議会等で取り上げ
られているとの情報
は聞いているが、詳
細には把握していな
い。

別添のとお
り

c a,b a：
・平成24年7月26日（環境レビュー
の資料） 

・平成24年10月12日（9月19日に
発表された安全宣言の内容、日米
合同委員会による安全対策の内
容） 

・いずれも九州防衛局から。 
 
b： 
時期は前問の回答に同じ、九州防
衛局企画部（企画部次長）、上記資
料の内容を説明

a 
「環境レビュ

ー」の説明に際
し、6本の飛行
ルートへの言
及はあった。

d 日米安保条約等防衛に関
する事項は、国の専任事務
であり、県としてオスプレ
イの訓練飛行を強制的に
止めることはできないが、
詳細な飛行ルートや訓練
の内容について、いまだ十
分な情報提供が行われて
おらず、関係自治体や住民
の間に不安がある。その不
安が払拭されることが何
より重要であり、国に対し
ては不安払拭のために責
任ある対応を求めている
ところである

f オスプレイの飛行状況把握のた
め、目撃情報等を収集する。そのた
め市町村に対して情報の提供を要
請した。11月9日

宮崎県 ●

平成22年度から平成
24年11月末日現在ま
でで、2件の情報を受
領。1件は平成22年8
月24日午後8時ごろ、
えびの市上空を鹿児島
県方向から熊本県方向
へ飛行。自衛隊機でな
いことは確認できた
が、米軍機か否かは確
認できていない。もう
1件は平成23年11月2
日。高原町、小林市上空
を飛行したとの住民情
報。詳細は不明。

上記2件目について
は爆音で驚いたと
のこと。なお、2件
とも具体的な（物理
的な）被害について
は聞いていない

①のとおり ない 承知してい
ない

把握している限り
いずれも該当なし

該当なし c a,b 平成24年6月に九州防衛局から米
軍の環境レビュー（仮訳を含む）、
オスプレイのパンフレットによ
り、オスプレイの概要や環境レ
ビューの概要、航法経路における
従来の訓練、今後のオスプレイに
よる訓練の見込み等について説
明を受けた

a d オスプレイの安全確保策
や飛行訓練計画（内容や実
施時期等）については、国
が責任をもって、米軍から
情報収集や必要な協議を
行い、国民や関係自治体等
に説明し理解を得るべき
である

b

鹿児島県 未回答

沖縄県

― b 平成24年6月13日に防衛省職員が
来県し、「MV-22の普天間飛行場
配備及び日本での運用に関する
環境レビュー」の概要について説
明を受けました

a 
※上記環境レ
ビューにおい
て、MV-22の
乗員が北部訓
練場の地形飛
行経路を使用
することが必
要となる場合
も生じうると
されておりま
す。

d 米国ハワイ州やニューメ
キシコ州において、米軍が
一部訓練計画を取り下げ
たことなどについては承
知しておりますが、これら
の措置がいかなる背景に
よってなされたのかにつ
いては把握しておりませ
ん。いずれにしましても、
米軍の運用等に際しては
地元の意向が尊重される
べきであると考えます

f 平成24年10月9日付で内閣総理大
臣に対しオスプレイの配備計画見
直しについて要請を行っておりま
す
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ピンクルート（20）
Q1：低空飛
行の有無 

ある　  ない

Q1①： 
住民からの苦情の有無
とその内容

Q1②： 
具体的な被害状況

Q1③： 
目撃情報の頻度

Q1④： 
写真等資
料の有無

Q1⑤： 
記録者の有
無

Q1⑥：議会での動
き、国への要請

Q1⑦：収集資
料の有無

Q1⑧： 
日米合意
の遵守

Q2①： 
国から
の説明

同： 
具体的記述

Q2②：国の資
料にオスプレ
イ含まれるか

Q2③：
国内外
の二重
基準へ
の考え

同： 
「d）その他」の回答

Q2④： 
対応方
針

同： 
具体的記述

青森県
黒石市 未回答

平川市 ● ― ― ― ― ―

大鰐町 未回答

秋田県

横手市 ●
― a 国からの資料を県を通じて入手。

一般的に公表されている程度の
内容。

b d 無回答 b

大館市 ●

2 ～ 3年前大館市比内
地域。何機でどのコー
スを通ったかはわかり
ません

にわとりが何羽か
死んだ。航空機の音
によるものかは断
定できませんが

年に2 ～ 3日はあ
るのでは

わかりませ
ん

特に持って
いない

c a 県から。資料は別課に保管され内
容は見ていない

― c ―

藤里町 ● c c ― b b

北秋田市 ●

― a a c f 市議会において配備撤回及び飛行
訓練中止を求める意見書提出に関
する陳情書を採択し、関係閣僚宛
意見書を提出した。

仙北市 ●
― a 平成24年9月19日、防衛省、外務

省、MV−22オスプレイの沖縄配
備について（概要）

b a ―

大仙市 ●
― a 平成24年7月ごろ、東北防衛局か

ら県を経由して、環境レビュー、
オスプレイ資料、航法経路等。

a a a

由利本荘市 ● ― c ― c f 現在のところ、本件にかかる対応
方針は未定である

羽後町 未回答

上小阿仁村 ● ― c ― c b

山形県

真室川町 未回答

酒田市 未回答

鮭川村 ● ― a H24年度、県危機管理課、空路経路
等

b b a

戸沢村 ● ― a 県を通して、オスプレイの訓練推
測ルート図（7/24、9/28）

b a a

庄内町 ● ― c ― b b

鶴岡市 未回答

小国町 ● ― c ― b f 特にない

新潟県 村上市 ● ― c ― c b

グリーンルート（43）
Q1：低空飛
行の有無 

ある　  ない

Q1①： 
住民からの苦情の有無
とその内容

Q1②： 
具体的な被害状況

Q1③： 
目撃情報の頻度

Q1④： 
写真等資
料の有無

Q1⑤： 
記録者の有
無

Q1⑥：議会での動
き、国への要請

Q1⑦：収集資
料の有無

Q1⑧： 
日米合意
の遵守

Q2①： 
国から
の説明

同： 
具体的記述

Q2②：国の資
料にオスプレ
イ含まれるか

Q2③：
国内外
の二重
基準へ
の考え

同： 
「d）その他」の回答

Q2④： 
対応方
針

同： 
具体的記述

青森県
十和田市 未回答

田子町 ● ― c ― ― f 特になし

岩手県

八幡平市 未回答

滝沢村 ●

― c ― a f 今後も情報収集に努めるととも
に、安全性の確保の観点や配備、低
空飛行訓練等については、岩手県・
全国的な事案であり、県及び県内
市町村、町村会等の団体と行動を
共にした要請の必要について見極
めていく。また、10月31日付で岩
手県町村会として別紙要望書を防
衛大臣及び外務大臣へ提出してい
る。

雫石町 ●

米軍機と思
われる低空
飛行

H24,8,10　9:45頃岩手
山方向から南下（2機）
　H24,11,16　9:40頃
岩手山方向から南下（4
機）

騒音による具体的
な被害報告無し。飛
行コースには小学
校もあり危険では
ないかとの懸念が
寄せられた（1度）

前期のとおり なし なし 県町村会にて なし c c ― c b

西和賀町 ● ― c ― b ―

北上市 ● ― c ― c b

奥州市 未回答
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グリーンルート（43）

＜続き＞

Q1：低空飛
行の有無 

ある　  ない

Q1①： 
住民からの苦情の有無
とその内容

Q1②： 
具体的な被害状況

Q1③： 
目撃情報の頻度

Q1④： 
写真等資
料の有無

Q1⑤： 
記録者の有
無

Q1⑥：議会での動
き、国への要請

Q1⑦：収集資
料の有無

Q1⑧： 
日米合意
の遵守

Q2①： 
国から
の説明

同： 
具体的記述

Q2②：国の資
料にオスプレ
イ含まれるか

Q2③：
国内外
の二重
基準へ
の考え

同： 
「d）その他」の回答

Q2④： 
対応方
針

同： 
具体的記述

秋田県

小坂町 ●

― a 平成24年7月、米軍によるオスプ
レイ配備について（MV-22の普天
間飛行場配備及び日本での運用
に関する環境レビュー最終版） 
推測されるルート図（添付資料4）

b a a

鹿角市 未回答

横手市 ピンクルートに記載（46ページ）。

東成瀬村 ● ― c ― ― ―

湯沢市 未回答

宮城県

大崎市 ● ― c ― c b

加美町 ● ― c ― c a

仙台市 ●

― c ― d オスプレイの飛行訓練等
については、事前に飛行
ルートなどの具体的内容
を明らかにするとともに、
万全の安全対策を講じる
よう、国として米国政府に
強く要請すべきである。

b,d.f （d)平成24年10月の東北市長会におい
て議論がなされ、平成24年11月東北市
長会として国に対し飛行訓練の安全
確保に関して要望した。（f）仙台市議会
においても、「米軍機オスプレイの国
内配備及び飛行訓練に関する件」とい
う意見書を内閣総理大臣、衆参議員議
長、外務・防衛大臣に提出している。

川崎町 ● ― c ― b d この問題に関して県や周辺自治体と議
論していくこととなる。（時期は）未定。

蔵王町 ● ― c ― a f 国・県からの具体的な飛行ルート等が示
されていないため、対策は未定である。

七ケ宿町 ● ― c ― ― ―

白石市 ● ― c ― c f

丸森町 ● ― c ― b f

山形県

最上町 ● ― a a b ―

尾花沢市 ● ― c ― b b

東根市 ● ― ― ― ― ―

天童市 ●

― c ― d 十分な説明がない中では、受
け入れがたいものの、国の安
全保障の関わりも大きい。
国、県の動向を注視し、近隣
自治体と連携をとり対応。

b,c

山形市 未回答

上山市 未回答

福島県

国見町 ● ― c ― d 県と連携、情報共有を行っ
ていきたい

f 県と連携、情報共有を行っていき
たい

伊達市 ● ― c ― ― ―

相馬市 ● ― c ― ― ―

飯館村 未回答

川俣町 ● ― c ― ― ―

二本松市 ●
― c ― a f 議長名で国に対し、オスプレイの

配備と市内上空での低空飛行訓練
の中止を求める意見書を提出。

浪江町 ●
― c ― d 地域住民が危険にさらさ

れることのないような取
り組みが必要と考える。

f 訓練が実際に当町において実施される
ということになると対応していくこと
になる。今のところの対応・情報はない。

葛尾村 ● ― ― ― ― ―

田村市 未回答

川内村 未回答

小野町 ●
― c ― d 情報がない中でお答えする

ことは難しいのでその他と
させていただきます。

f 国、県からの情報がないので、情報
が入り次第検討したい。

平田村 ● ― c ― c f 方針は定めていない

いわき市 ● ― c ― d 防衛・外交については、国が責任
を持って対応すべきと考える。

b

古殿町 ● ― c ― b b

鮫川村 ● ― c ― a a

塙町 ● ― c ― b b
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ブルールート（31）
Q1：低空飛
行の有無 

ある　  ない

Q1①： 
住民からの苦情の有無
とその内容

Q1②： 
具体的な被害状況

Q1③： 
目撃情報の頻度

Q1④： 
写真等資
料の有無

Q1⑤： 
記録者の有
無

Q1⑥：議会での動
き、国への要請

Q1⑦：収集資
料の有無

Q1⑧： 
日米合意
の遵守

Q2①： 
国から
の説明

同： 
具体的記述

Q2②：国の資
料にオスプレ
イ含まれるか

Q2③：
国内外
の二重
基準へ
の考え

同： 
「d）その他」の回答

Q2④： 
対応方
針

同： 
具体的記述

山形県
鶴岡市 未回答

小国町 ピンクルートに記載（46ページ）。

福島県

西会津町 未回答

柳津町 ●
― c ― a f 現在対応方針等の検討に至ってお

らず回答できませんので、ご了承
ください。

三島町 ● ― c ― ― ―

金山町 未回答

只見町 未回答

檜枝岐村 未回答

新潟県

粟島浦村 ● ― c ― ― ―

村上市 ピンクルートに記載（46ページ）。

阿賀町 ● ― c ― ― ―

魚沼市 ● ― c ― b b

湯沢町 ● ― c ― a b

妙高市 ● ― c ― d 国からの説明・資料を求め
たい。

b

糸魚川市 未回答

群馬県
みなかみ町 ●

米軍機かどうかの問い
合わせは受けたことは
あるが、詳しい内容は
把握していない。

具体的な被害報告
はない。住民の懸念
などは把握してい
ない。

把握していない。 ない。 承知して
いない。入
手していな
い。

承知していない。 ない。 c a 平成24年9月、北関東防衛局か
ら、オスプレイ説明資料、環境レ
ビュー、墜落事故報告書、沖縄配備
等についての資料を提供された。

b b d 平成24年7月、周辺自治体連名で防
衛大臣宛にオスプレイの安全性の
確認について、要望書を提出して
いる。

沼田市 ●
― a H24年9月頃　北関東防衛局環境

レビュー最終版（仮訳）
a b e H24,7,25 要望書　※別添のとお

り。すでに国に安全の確認と説明
の要請を行っている

長野県

栄村 ● ― ― ― ― ―

木島平村 ● ― c ― ― ―

飯山市 ●

米軍機か自
衛隊機か不
明だが、低空
飛行するこ
とがある。

今のところなし 年2回くらい ― a ― a e 長野県市長会を通じ、国へ「安全性
への懸念が払拭されるまでは訓練
飛行をさせない」旨の要請をおこ
なっている。

山ノ内町 ● 日時等は不明。場所は
高社山北側斜面。

被害報告等はなし。 不明 なし なし なし なし c c ― b f 飛行訓練等に係るルートの資料収
集を実施している。

中野市 ● ― c ― a f 今後の動向を注視していく。

信濃町 ●

今後の飛行
情報の収集
につとめて
いく。

― a H24、10月末、防衛省HP公開資料
により

b a a,b

小谷村 ● ― c ― ― ―

白馬村 未回答

大町市 ● ― c ― a b

松本市 ●

長野県安曇
村は平成17
年4月に合併
し、現在は松
本市ですが、
情報につい
ては貴団体
がまとめた
通り）以下同

― c ― a a,e 本年9月、長野県市長会として、地
元選出国会議員、県知事、県議会に
対して、安全性への懸念が払拭さ
れるまでは訓練飛行をさせないよ
う要望しました。

富山県

黒部市 ●

― a 11/12に県・防災危機管理課から
オスプレイの飛行ルート（沖縄防
衛局HPで公表）の資料の提供が
あった。

b d 訓練内容に関する説明が
ないため現段階では回答
できない。

f 本市における飛行ルートは山岳部であ
ることが予定されていることから、騒音
については把握が困難と思われるが、事
故については、乗員も含めておこっては
いけないことである。現段階では、国・県
を通じての情報交換を行っている。

立山町 未回答

富山市 ●
― c ― d 日米両政府が十分議論を尽

くした上で結論を得るべき
問題であると考えている。

f 日米両政府が十分議論を尽くした
上で結論を得るべき問題であると
考えている。

岐阜県 高山市 ● 添付資料3、岐阜県高根
村の情報のみ

c c ― a f 特に対応することは、今のところ
考えていない。
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オレンジルート（23）
Q1：低空飛
行の有無 

ある　  ない

Q1①： 
住民からの苦情の有無
とその内容

Q1②： 
具体的な被害状況

Q1③： 
目撃情報の頻度

Q1④： 
写真等資
料の有無

Q1⑤： 
記録者の有
無

Q1⑥：議会での動
き、国への要請

Q1⑦：収集資
料の有無

Q1⑧： 
日米合意
の遵守

Q2①： 
国から
の説明

同： 
具体的記述

Q2②：国の資
料にオスプレ
イ含まれるか

Q2③：
国内外
の二重
基準へ
の考え

同： 
「d）その他」の回答

Q2④： 
対応方
針

同： 
具体的記述

和歌山県

日高川町 ●

最近は、住民からの目
撃情報は寄せられてい
ない。年に数回の飛行
訓練は行われている。

特になし 住民からの目撃情
報はない。

なし なし ある なし c c ― ― e 郡町村会でオスプレイの低空飛行
訓練に反対する決議をし、県を通
じて国へ要望されたいと申し入れ
をした。

印南町 ●

役場庁舎内で確認。印南
町役場内で確認できた
のは、南西→北東、北東→
南西方向に飛行するの
を確認したことがある。
日時等不明。1機～ 2機

被害報告なし。かな
りの爆音を確認

10年以上前から確
認している。年間
10回程度。最近は
少なくなってきて
いる

なし なし 日高郡町村会にお
いて、オスプレイ
飛行訓練中止を要
請。決議文等なし

なし c c ― b e

みなべ町 ●

― c ― c e 「日高郡町村会　オスプレイ飛行
に反対」でネット検索してくださ
い。地方新聞「日高新報」のWEBサ
イト

日高町 ●

添付資料3の目撃情報
以降なし

被害報告なし 添付資料3の目撃
情報以降なし

なし なし ・平成24年9月議会に
て、「オスプレイ配備
に反対の声を」との
一般質問あり。 

・日高郡町村会とし
て、絶対反対である
との決議を行い、県
を通じて国に要望し
ていただきたい、と
知事に伝えている。

特になし c c ― a e H24.9　日高郡町村会として「県を
通じて国に要望していただきた
い」と知事に伝えている。

白浜町 未回答

御坊市 ● ― c ― ― ―

徳島県

三好市 未回答

那賀町 ●

最近は、1年間程は、目撃
情報はなし。15年ほど前
には、多くの目撃はあっ
た。

当時（15年程前）、山の尾
根にすれすれに飛行し、
爆音を周辺にまき散ら
していた。最近は、そう
いう危険性はない。

なし なし c c ― c f 町議会において、MV22オスプレ
イ及びあらゆる米軍機の低空飛行
訓練に反対する意見書が議決され
た。（H24.9月議会）

海陽町 ● ― c ― ― f 徳島県と連携しながら対応していく。

徳島市 ●
本市には該
当ありませ
ん。

― ― ― ― ―

吉野川市 未回答

高知県

安芸市 ● ― c ― b b

馬路村 ●

記録なし　役場職員の
記憶です。年間数回（ダ
ムの上を飛行）昼間の
み

爆音はすごいが住
民からの指摘なし

平成になってから
ではないか

なし なし なし なし c c ― b f

香美市 未回答

大豊町 未回答

本山町 ●

別途メール送付 最近の件では、県外
からの移住者から
子どもがおびえる
旨の連絡がある。ま
た、保育所でも子ど
もが泣き止まない
などの報告がある。

別途メール 写真あり、
ビデオ嶺
北平和委
員会所有

役場以外は
承知してい
ない

幾度かあり、最近
のものメール添付

多量にあり b
学校、病院
の上空、町
の中心部
を超低空
飛行して
いる

c 県に対して説明があったと聞い
ている。県から首長クラスへの説
明会があった

― a e 別途メール

土佐町 未回答

大川村 未回答

いの町 ●

2009年ごろ、いの町吾
北地区で低空飛行事例
あり。住民から「山にぶ
つかるかと思った」「何
事かと思うほどの爆音
がした」といった苦情あ
り。翌日高知新聞に記事
がのったが、今回探した
ものの見つからず

目撃情報はほとん
どない

c c ― a f 現在高知県からの依頼で米軍機の
低空飛行目撃例があれば報告をす
るようになっている。まだそうし
た例はないが、あれば県を通じて
飛行中止を申し入れていく考えで
ある

愛媛県

今治市 未回答

東温市 ● ― ― ― ― ―

西条市 未回答

新居浜市 ●

日時:平成23年5月24日
14時30分～ 15時30分
頃、場所:別子山大野。
米軍機2機を目撃。（南
西→北東へ※アンケー
トに図示あり）

騒音大 平成21年8月から。
目撃情報提供は年
1 ～ 4回程度。

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし c c ― c f
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イエロールート（29）
Q1：低空飛
行の有無 

ある　  ない

Q1①： 
住民からの苦情の有無
とその内容

Q1②： 
具体的な被害状況

Q1③： 
目撃情報の頻度

Q1④： 
写真等資
料の有無

Q1⑤： 
記録者の有
無

Q1⑥：議会での動
き、国への要請

Q1⑦：収集資
料の有無

Q1⑧： 
日米合意
の遵守

Q2①： 
国から
の説明

同： 
具体的記述

Q2②：国の資
料にオスプレ
イ含まれるか

Q2③：
国内外
の二重
基準へ
の考え

同： 
「d）その他」の回答

Q2④： 
対応方
針

同： 
具体的記述

大分県

大分市 ●
※現存する
資料はあり
ません。

― b H24.10.18、九州防衛局「MV−22
オスプレイに係る自治体説明
会」。資料による説明。

b c b

豊後大野市 ●

市内の緒方、清川、千歳
地域の市民から、低空
飛行の目撃情報があ
ります。飛行ルートと
しては、市内の山間部
をぬうように飛行して
いるようにうかがえま
す。頻度については、情
報がまちまちで、定期
的に飛行しているよう
には、考えられません。

特にありません。 2011年8月～ 2012
年7月まで20回の
目撃情報がありま
した。

ありませ
ん。

ありませ
ん。

H24年9月定例会、
オスプレイに関す
る一般質問あり。

大分県の状
況について、
大分合同新
聞社が取り
上げている。

c b 九州防衛局 a b e H24年度、大分県市長会より、大分
県に要望、九州市長へ議案を提出
している。

由布市 ●

― a.b a H24,10,18　九州防衛局（企画
部長ほか）資料・MV-22オスプレ
イ・MV-22の普天間飛行場配備及
び日本での運用に関する環境レ
ビュー最終版・MV-22オスプレイ
の沖縄配備について　b 同上

a a b

九重町 未回答

玖珠町 ●

H23.12.6　16時頃　戦
闘機3機が玖珠町大字
古後平原地区を低空で
飛行。

被害なし。 1回のみ なし なし なし なし c b H24.10.18　九州防衛局が自治体
に説明会を開催。

b b b

中津市 ●

― b H24,10,18九州防衛局による「オ
スプレイに係る自治体説明会」に
おいて。機体の安全性の説明が主
であった

a c f 九州防衛局に対し、地域住民の安
全確保の観点から日本政府を通じ
て米側へ情報公開するよう要請す
るよう要望。情報が入った場合は
速やかに県を通じて市町村に流す
よう併せて要望した

日田市 ●

市民から市内の夜明地
区で1機の戦闘機が低
空飛行しているとの情
報あり（H24 1月ごろ）

被害なし。 2012の1月ごろ なし 不明 なし なし c b a ― ―

佐伯市 ● ― c ― b b

臼杵市 ●
騒音に関する苦情等 特にありません 数回程度と思われ

ます
ありませ
ん

いません 24年9月議会で一
般質問をいただい
ています

ありません c b 24年10月18日九州防衛局より説
明

b c f 現在具体的対応はありません

福岡県

添田町 ● ― c ― ― ―

東峰村 ● 現在のところない ― c ― d 関係機関からの説明がな
いのでコメントできない

f 関係機関から説明等がないのでコ
メントできない

うきは市 ● ― c ― d 特になし f 特になし

八女市 ● ― c ― a ―

熊本県 
（次ページ 

        に続く）

山鹿市 ●

― a,b a)平成24年10月12日（熊本県庁）、
九州防衛局より。※資料・オスプ
レイとCH−46との比較、環境レ
ビュー最終版、モロッコ・フロリ
ダ事故分析評価報告、訓練飛行
ルートについて。 
B)上記a)と同日、九州防衛局より
上記資料の説明を受ける。

a ― ―

菊池市 ●

― a,b （a）10/12（金）13:00 ～ 15:30、九
州防衛局地方調整課。環境レビュー
最終版、事故調査報告書。（b）10/12

（金）13:00 ～ 15:30、九州防衛局地
方調整課。オスプレイの性能、イエ
ロールート、事故調査報告による
安全性確認。※国の安全宣言以降
に、九州防衛局から県に説明に来る
際に関係市町村も同席させていた
だきたいという申し入れのもと、
10/12に県庁8Fで説明会が開催さ
れ、出席しました。22市町村の参加
があり、質疑応答も設けていただき
ました。会の始めに県からの「申入
れ書」を九州防衛局企画部柏谷部長
に受け取っていただきました。

― c 県が防衛局に申入れを
行っているとおり、「詳細
な飛行ルート及び訓練計
画について、国で責任を
持って情報を収集し、関係
自治体に提供すること」と
いうことを遵守すべき。

b,d 7月～ 8月にかけて、山都町、阿蘇
市、水上村さんに電話で、オスプレ
イの低空飛行訓練の件について情
報交換をした。

阿蘇市 ●

― a,b a) H24.10.12　九州防衛局　MV−
22オスプレイー米海兵隊最新鋭
の航空機、他別添1 ～ 5。県庁での
説明会。 
B) H24.10.12　九州防衛局

a c b

南阿蘇村 ● ― b 10/12九州防衛局　飛行ルートの
報告など

b c b

【
資
料
３
】  

自
治
体
か
ら
の
回
答
・
一
覧



56 57

熊本県 
（続き）

高森町 ● ― a,b 10/12九州防衛局（飛行経路、回
数、安全性について）

a b b

山都町 ● c c ― ― ―

美里町 ●

緑川を下流から上流へ
固定翼機が1機。日時は
不明だが1回/週程度。
20:00 ～ 21:00頃

住民から問い合わ
せはあった

2011年10月頃か
ら多いときで1回/
週

なし なし なし なし c b 2012.10.12　九州防衛局から県市
町村職員を対象

a c a

八代市 未回答

水上村 ●

本村は以前から米軍の訓
練ルートであり、目撃情報
が多数ある。イエロールー
トにおける旋回ポイント
であり、江代地区方面から
村域に進入し、湯山地区で
旋回後、再び宮崎方向へ向
かう模様である。

被害はないが旋回
時の爆音がすごく、
住民から多少の不
安も感じられる。

なし なし b 
住居地で
の目撃情
報も多数
あるた
め。

a,b 10月12日、オスプレイに関する九
州防衛局からの説明会、「MV−22
オスプレイ」

a c a,b

湯前町 ●
― b 10月12日、九州防衛局、熊本県下

の防災担当等に周知され、報告書
等により説明あり。

a c f 国レベルの話なので、防衛省と米
国で協議を行い、何らかの道筋が
出るのではないかと思われる。

小国町 ●

前回情報提
供以降

― b H24,10,12　九州防衛局より現在
の状況について。低空飛行という
よりイエロールートについて若
干説明があった程度。

a b b.f H24,10,12に九州防衛局長宛に熊本
県、同県市長会、同県町村会より申
し入れを行った。

宮崎県

椎葉村 ●
イエロールートと同じ 特にない 相当前からありま

す。年に数回～数
十回程度。

ありませ
ん。

ありませ
ん。

ありません。 ありません。 c b H24.11.16（金）9:00 ～　九州防
衛局から説明を受けた。

a c d

諸塚村 ● わからない ― b 11月16日　九州防衛局より副村
長が説明を受けた

b ― b

日之影町 ●

1年間に1回の頻度で、
本町上空を縦断（南→
北へ）。1機のジェット
機による低空飛行。

爆音により、養鶏5
千羽程度の圧死被
害の報告あり。

いつごろからは不
明。1年間に1回程
度。

なし なし なし なし b 
前問の事
例

b H24.11.15（水）防衛省九州防衛
局、来庁し資料を用いて直接説
明。

b a,c f 説明を受けた際、訓練コースの変
更または中止を口頭により直接要
望した。

延岡市 未回答

えびの市 未回答

パープルルート（5）
Q1：低空飛
行の有無 

ある　  ない

Q1①： 
住民からの苦情の有無
とその内容

Q1②： 
具体的な被害状況

Q1③： 
目撃情報の頻度

Q1④： 
写真等資
料の有無

Q1⑤： 
記録者の有
無

Q1⑥：議会での動
き、国への要請

Q1⑦：収集資
料の有無

Q1⑧： 
日米合意
の遵守

Q2①： 
国から
の説明

同： 
具体的記述

Q2②：国の資
料にオスプレ
イ含まれるか

Q2③：
国内外
の二重
基準へ
の考え

同： 
「d）その他」の回答

Q2④： 
対応方
針

同： 
具体的記述

沖縄県
伊平屋村 ● ― c ― c f

久米島町 ● ― c ― a e

鹿児島県

瀬戸内町 ● ― b H24.11.12　町長他4名、オスプレ
イの概要等の説明

a b b

宇検村 ●
― b 11月12日、九州防衛局企画部次

長、オスプレイの安全性など、瀬
戸内町と合同で説明を受けた。

b c a,f 飛行実態を住民より情報提供を求
めている。

十島村 未回答

北方ルート、三沢用（9）
Q1：低空飛
行の有無 

ある　  ない

Q1①： 
住民からの苦情の有無
とその内容

Q1②： 
具体的な被害状況

Q1③： 
目撃情報の頻度

Q1④： 
写真等資
料の有無

Q1⑤： 
記録者の有
無

Q1⑥：議会での動
き、国への要請

Q1⑦：収集資
料の有無

Q1⑧： 
日米合意
の遵守

Q2①： 
国から
の説明

同： 
具体的記述

Q2②：国の資
料にオスプレ
イ含まれるか

Q2③：
国内外
の二重
基準へ
の考え

同： 
「d）その他」の回答

Q2④： 
対応方
針

同： 
具体的記述

北海道
浦河町 ● 前回調査時と同様で

す。以下同じ。
― c ― a a

上ノ国町 ● ― c ― ― ―

松前町 ● ない ない ない c c ― c f 特になし

岩手県

久慈市 ●
― c ― b d H24年10月23日開催の東北市長会

議において、「飛行訓練の安全確保
に関する決議」が採択された。

宮古市 未回答

釜石市 ●

←（※ただし、平成11年1月
21日に市内山林に米軍機
が墜落。低空飛行だったの
か、パイロットの人的ミス
だったのかは不明。）

― c ― ― b

大船渡市 未回答

盛岡市 ●

― c ― d 国民の意向に十分に配慮
するとともに、安全性につ
いて十分な説明を行うべ
きである。

d 平成24年9月に、岩手県市長会とし
てオスプレイの飛行訓練について
安全確保を求める決議を行い、国
に提出した。

花巻市 ● ― c ― ― ―
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ブラウンルート（36）
Q1：低空飛
行の有無 

ある　  ない

Q1①： 
住民からの苦情の有無
とその内容

Q1②： 
具体的な被害状況

Q1③： 
目撃情報の頻度

Q1④： 
写真等資
料の有無

Q1⑤： 
記録者の有
無

Q1⑥：議会での動
き、国への要請

Q1⑦：収集資
料の有無

Q1⑧： 
日米合意
の遵守

Q2①： 
国から
の説明

同： 
具体的記述

Q2②：国の資
料にオスプレ
イ含まれるか

Q2③：
国内外
の二重
基準へ
の考え

同： 
「d）その他」の回答

Q2④： 
対応方
針

同： 
具体的記述

兵庫県

豊岡市 ● ― c ― ― ―

丹波市 ● ― c ― d 答えられない f 特にない

朝来市 ●

合併（平成17年4月）後
は、目撃情報なし。合併
前には、旧生野町及び
旧朝来町で頻繁に目撃
されている。二機編成
で、西から生野ダム方
面へ飛行。

爆音以外の被害は
特に聞いていない。

始まりの時期は不
明。合併以前、旧生
野町で月平均2 ～
3回。

なし なし 平成24年9月議会
で、本市における米
軍機低空飛行訓練
の現状についての
一般質問があった。
国への申し入れ等
はしていない。

なし c c ― b a

養父市 ● ― c ― d f

香美町 ● ― c ― b f 国や県からの情報を踏まえ検討す
る

宍粟市 ●

H23.3.2…目視はして
いないが、轟音に恐怖
を感じた（住民から通
報）、H23.5.20…目視な
し、轟音のみ、H23.7.6
…東から南西へ旋回、
高度は推測で500m、所
属不明1機、H23.9.26
…西から北東へ旋回、
高度は推測で500m、所
属不明1機、H23.11.2
…南西から北東へ、高
度は推測で500m以上、
所属不明1機（最初の1
件を除いて住民からの
通報なし）。※H23に集
中している。H24は現
時点で該当なし。

H23.3.2が一番大き
な轟音で、精神的被
害はあったが、物的
被害はなし。

H23に集中して発
生。5回。

なし なし（問①
程度の記
録は市で保
管）

なし なし c c ― b a

佐用町 ●

低空飛行はあったが、
米軍機かどうかわから
ない。 
以下兵庫県へ報告して
います。確認してくだ
さい

― ― ― ― ―

鳥取県

若桜町 ●

別添参照 低空飛行による住
民報告は今現在挙
がっていない。爆風
はないが、爆音・轟
音は低空飛行確認
時にはおおよそ発
生している

発生時期は古くか
らあり、記録とし
て残っているのは
平成15年から。頻
度については別添
参照

なし 別添記入の
とおり、役
場総務会で
記録してい
る

前回の9月議会定
例会で議論にの
ぼった。今後、関係
自治体や県と連携
を図り、国に対し
て要請を行いたい

なし c c ― a ―

八頭町 ● ― ― ― ― ―

智頭町 未回答

鳥取市 ● 不明 特に無し 一年に一日あるか
無いか

無し わかりませ
ん

無し 無し c c ― b b

三朝町 ● ― c ― ― ―

日野町 ● ― c ― a f 特になし

日南町 ●

苦情、目撃情報は寄せ
られていない。

被害報告は特にな
い。

年に数回。 ない。 把握してい
ない。

別紙のとおり。
H10年、H24年に
意見書を提出して
いる。

なし。 b 
学校、病
院関係な
く、上空
を飛行し
ている。

c ― a b

岡山県

西粟倉村 ● ― ― ― b ―

奈義町 未回答

津山市 ●

日時:平成23年3月2日
午後、地名:津山市域、
方向:東から西方向

津山市上田邑（かみ
たのむら）地内、民
家の土蔵1棟倒壊

不明 なし なし 市議会において議
員質問あり。外務
大臣及び中四国防
衛局長に対し、津
山市町名で要請書
を提出。

添付 c c ― d 回答は控えさせていただ
きます。

b

鏡野町 ●

旧上斉原村、旧富村が
1996年に報告してい
るとおりで、その後情
報はない。又、同時期に
旧奥津町でも飛来が
あった。

なし 1996年の報告の
とおり

なし なし なし なし c c ― a f 現時点では、何もしていない。

真庭市 ● ― c ― b a

新庄村 ● 不明。音が聞こえる。2
～ 3 ヵ月に一度位

ない 不明、年3、4回 なし なし なし なし c c ― b ―

新見市 未回答
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ブラウンルート（36）

＜続き＞

Q1：低空飛
行の有無 

ある　  ない

Q1①： 
住民からの苦情の有無
とその内容

Q1②： 
具体的な被害状況

Q1③： 
目撃情報の頻度

Q1④： 
写真等資
料の有無

Q1⑤： 
記録者の有
無

Q1⑥：議会での動
き、国への要請

Q1⑦：収集資
料の有無

Q1⑧： 
日米合意
の遵守

Q2①： 
国から
の説明

同： 
具体的記述

Q2②：国の資
料にオスプレ
イ含まれるか

Q2③：
国内外
の二重
基準へ
の考え

同： 
「d）その他」の回答

Q2④： 
対応方
針

同： 
具体的記述

島根県

奥出雲町 未回答

飯南町 ●

なし 今年の6月18日に3
回の飛行騒音を確
認しました。米軍か
どうかの確認は取
れていませんが、県
の消防防災課へは
報告しています。3
回のうちの最後1回
は、「会話の声、テレ
ビの音が聞こえな
い」くらいの音でし
た。

2012年6月、3回。 なし 分かりませ
ん。

ありません。 なし c c 島根県の対応として文書があっ
た。

― c e 県に問い合わせてください。

美郷町 ● ― c ― c ―

川本町 ●

苦情は特になし。月に
2 ～ 3回程度の飛行あ
り。

特になし いつごろかは不
明。年20回程度。

なし 担当者が記
録

今のところなし なし a 
本年6月
の際、1
度超低空
飛行が
あったの
み

c ― a d 3市2町で構成している「飛行騒音
等対策連絡会」で話題にのぼる。

邑南町 ●

町民と役場による目
撃や騒音の情報を記
録している。内容は、日
時、場所、飛行方向、機
数、音の状況、高度等。
H23は44件、H24は10
月までで50件となっ
ている。

S58 ～ H4におい
て、窓ガラスが破損
する等の直接的な
被害があったが、近
年はない。

― ― ― a b,d （d)H24.7月島根県町村会

浜田市 ●

別添のとおり なし 別添のとおり 少しあり なし 議会での質問はあ
るが、決議文等の
採択はない

別添のとお
り

b c ― d 浜田市への影響は現段階
わからないが、市民の皆さ
んが不安と恐怖を感じる
ことがないようにしても
らいたい

f まずは詳細な情報開示を求める

益田市 ●

別添のとおり なし 残っているデータ
では平成11年から
記録。詳細は別添
のとおり

なし 米軍の低
空・戦闘訓
練飛行の即
時中止を求
める益田地
域連絡会

騒音測定装置につ
いて、上記⑤会長
から請願を受け、
議会で採択され
た。

別添のとお
り

b c ― b a,b,d （d)平成24年10月23日、石見地区在
日米軍機飛行騒音等対策連絡会議

津和野町 ●
― c ― b f 島根県町村会として緊急声明を発

表（7/26）。国に対する働きかけを
県知事に要望。

広島県 
（次ページ 

        に続く）

庄原市 ●

年間10件程度の目撃
情報が寄せられていま
す。

具体的な被害報告
はありません。

手元の資料は平成
16年度のものがあ
り、これまでの平
均は年間10件程度
である。

ありませ
ん。

ありませ
ん。

ありません。 ありません。 c c 県による説明会は開催された。 ― b f 現在検討中です。

三次市 ●

H23、12月20日、三
次市作木町にて2機、
FA18戦闘機、作木小学
校の真上を超低空飛
行。H24、9月27日、三
次市作木町にて1機、ハ
リアー、作木小学校上
空を低空飛行。

学校上空を飛行し
ており、児童・生徒
の恐怖心が増大し
ている。

10年以上前から。
目撃件数:H19年47
件、H20年85件、
H21年20件、H22
年45件、H23年36
件。

ない。 広島県下、
統一した様
式において
目撃情報の
収集を実施
している。

ある。別紙参照。 別紙参照 b 
別紙、中
止要請文
参照

c ※県より概要説明は受けた。 ― a e 県として、H24、7月24日に抗議文
を手交。

安芸高田市 ●

爆音による心的不安 平成19年度～資料
あり

b 
県名にお
ける実態
報告よ
り。

a a d 具体的見解が示されてい
ない為回答を差し控える

f ③と同様

北広島町 ●

平成24年11月20日
（火）10:50 ～ 11:03、

北広島町役場芸北支所
で目撃　ホーネット　
南西から北東　北西か
ら南東へ低空で2機飛
行、など調査票に記入

具体的な被害報告
は受けていない

約800件 写真あり 町内4カ所
で目撃情報
を調査票に
記入しても
らっている

別紙のとおり c b 9月　中四国防衛局　資料をもと
に説明。

― a a

安芸太田町 ●
爆音確認日時の情報提
供

実害報告なし ほぼ毎年。回数　
100回/年以上

なし 情報提供者
有り。入手
中

c c ― ― ―
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広島県 
（続き）

廿日市市　 ●

本市では、平成19年度
から、米軍機低空飛行
目撃情報を集め、広島
県に報告しておりま
す。広島県がその各市
町の状況をとりまと
め、国等に対して低空
飛行訓練の中止要請を
行っております。なお、
目撃情報の件数は次の
とおりです。19年度（日
数）25日（件数）52件、
20年度102日258件、
21年度86日184件、22
年度118日300件、23
年度168日874件

平成22年度に市内
の乗馬クラブにお
いて、低空飛行する
大型ヘリコプター
の音に馬が驚き、落
馬した事故があっ
た。

①のとおり ありませ
ん

市民の皆さ
んは匿名で
お電話をく
ださいます

①のとおり、低空
飛行に関しては、
広島県が国等へ要
請しております。
広島県のHPを参
考にしてくださ
い。

c c ― a e

広島市 ●

〔平成19年度～平成24
年度（上半期のみ）の目
撃件数（目撃実日数）〕
H19:43件（4日）、H20:3
件（3日）、H21:1件（1
日）、H22:11件（5日）、
H23:3件（3日）、H24（上
半期のみ）:4件（4日）

①参照 別添市長コメント
等履歴参照

― c ― d f （③④）国の対応状況や広島県の動
向を見つつ、市民生活に影響を及
ぼすような事態が生じる場合は、
市民の安全・安心を守る立場から、
国に対し適切な対応を求めたいと
考えている。

その他（10）
Q1：低空飛
行の有無 

ある　  ない

Q1①： 
住民からの苦情の有無
とその内容

Q1②： 
具体的な被害状況

Q1③： 
目撃情報の頻度

Q1④： 
写真等資
料の有無

Q1⑤： 
記録者の有
無

Q1⑥：議会での動
き、国への要請

Q1⑦：収集資
料の有無

Q1⑧： 
日米合意
の遵守

Q2①： 
国から
の説明

同： 
具体的記述

Q2②：国の資
料にオスプレ
イ含まれるか

Q2③：
国内外
の二重
基準へ
の考え

同： 
「d）その他」の回答

Q2④： 
対応方
針

同： 
具体的記述

群馬県
片品村 未回答

渋川市 未回答

前橋市 未回答

長野県

辰野町　 未回答

南箕輪村 ● 2011年～ ― c ― a,b f 県では国に中止要請を行っている
が、当村では予定なし。

大鹿村 ●

20年以上前のことで、
その当時の職員は退職
しておりよくわかりま
せん。

不明 不明 なし 不明 不明であり困難 なし c c ― ― ―

野沢温泉村 ●
過去においてあったよ
うであるが、記録がな
く詳細は不明です。

― c ― a f 村議会から内閣総理大臣あてに意
見書を提出した。（別紙）

飯田市 未回答

伊那市 ● ― ― ― ― ―

小谷村 未回答
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おわりに

　全国の情報を集めてみると、地域ごとに状況が大きく異なっているという印象を持ちま
す。特に従来の低空飛行訓練についての切実さは、飛行回数も含めて、相当異なります。運動
的な課題は、地域の現状に即して考え、優先度を考えながら取り組んでいくことが大切で
す。本冊子の後半に資料として収録したアンケートの総表・一覧は、その際に、個々の自治体
による現状を把握するうえで、参考になるはずです。各地の運動に生かしていただければあ
りがたいです。

　３月６～８日、そして、３月１９～２２日とオスプレイが相次いで岩国基地に飛来し、オ
レンジ・ルートを使用しての飛行を開始しています。今のところ、遠慮気味のスタートでは
ありますが、これに対する自治体の反応によっては、より傲慢な形での訓練に変わっていく
ことが予想されます。本アンケートの結果も生かしながら、全国的なオスプレイ配備と低空
飛行訓練反対の世論形成を急がねばなりません。

　なお、本アンケート調査は、NPO法人ピースデポに委託をして実施したものです。


